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午前１０時００分 開会  

◎開会・開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１３名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成２

８年第３回美幌町議会定例会を開会いたし

ます。

これから、本日の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第1 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１２番中嶋すみ江さん、１

３番古舘繁夫さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 会期の決定

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。

去る６月６日に議会運営委員会を開きま

したので、委員長から報告を求めます。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君） 〔登壇〕 平成

２８年第３回美幌町議会定例会の開催に当

たりまして、去る６月６日、議会運営委員

会を開催いたしましたので、内容と結果に

ついて報告いたします。

本定例会に付議された案件は、専決処分

の承認７件、議案１３件、意見書案４件、

報告事項６件ほかであります。

本日６月１３日、第１日目は、まず初め

に、町長から行政報告を受けます。その

後、一般質問に入りますが、通告順に、戸

澤義典さん、上杉晃央さん、坂田美栄子さ

ん、稲垣淳一さんの４名を予定しておりま

す。

第２日目、６月１４日は、開会を午後１

時１５分とし、前日に引き続き一般質問を

行います。大江道男さんの１名を予定して

います。その後、議案審議へと入り、承認

第４号の専決処分の承認についてから、議

案第５９号平成２８年度美幌町水道事業会

計補正予算（第１号）についての議案審議

を行い、その後、意見書案の審議、報告案

件などを予定しております。

次に、本定例会において、意見書の提出

を求める要請・陳情を５件受理しておりま

すので、その取り扱いについて報告いたし

ます。

２０１６年原水爆禁止国民平和大行進北

海道実行委員会からの、日本政府に核兵器

全面禁止のための決断と行動を求める意見

書採択に関する要請、美幌地区連合会から

の、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率

２分の１への復元、子どもの貧困解消など

教育予算確保・拡充と就学保障の充実、

「３０人以下学級」の実現をめざす教職員

定数改善に関する意見書採択に関する陳

情、平成２８年度北海道最低賃金改正等に

関する意見書採択に関する陳情、道教委

「新たな高校教育に関する指針」の見直し

とすべての子どもに豊かな学びを保障する

高校教育を求める意見書採択に関する陳

情、以上の４件については、それぞれ意見

書を作成し、国等の関係機関へ提出するこ

とといたします。

なお、美幌地区連合会からの、地方財政

の充実・強化を求める意見書採択に関する

陳情については、資料配付の措置といたし

ました。

以上のとおり、審議を進めることとし、

会期を本日、６月１３日から６月１４日ま

での２日間とします。

審議の進行状況によっては、日程を変更

する場合もありますので、議員及び行政職

員各位におかれましては、理解と協力をお

願いいたします。慎重なる審議に皆さんの

協力をお願いするとともに、行政職員の皆

さんには、真摯な答弁と対応を申し上げ、

議会運営委員会委員長としての報告といた

します。

○議長（大原 昇君） お諮りします。
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ただいま議会運営委員会委員長から報告

のあったとおり、本定例会の会期を本日か

ら６月１４日までの２日間としたいと思い

ますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は本日から６月１４日

までの２日間と決定しました。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。

なお、吉住議員、通院のため本日欠席の

旨、鈴木農業委員会会長、松本選挙管理委

員会委員長、明日欠席の旨、それぞれ届け

出がありました。

また、本定例会中、議会広報及び町広報

のため写真撮影を行いますので、御了承願

います。

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。

以上で諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第３ 行政報告

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。

町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 本日、

ここに平成２８年第３回美幌町議会定例会

が開催されるに当たり、御出席を賜りまし

た議員各位に対しまして、心から感謝いた

しますとともに、行政報告と提出案件の概

要について御説明を申し上げます。

行政報告といたしましては、第１に、熊

本地震に係る被災地支援についてでありま

す。

まず、この地震により亡くなられた方々

に対し、お悔やみを申し上げますととも

に、被災された方々に対してお見舞いを申

し上げます。

去る４月１４日、午後９時２６分ごろと

４月１６日午前１時２５分ごろの二度にわ

たり、熊本地方を震源とする震度７の地震

が発生し、現在でも多くの方々が避難生活

を余儀なくされております。

このことから、美幌駐屯地からは、守屋

副連隊長以下１２５名の隊員の皆様が現地

に赴き、生活支援などの活動を行ったこと

を初め、全国各地から多くの方々の支援に

より、一刻も早い復旧・復興に向けて活動

が展開されている状況にあります。

本町といたしましても、被災された方々

への支援や救援を義援金として寄附するこ

とにより、支援の思いを届けるため、５月

９日付けで３００万円の専決処分を行い、

熊本県町村会が開設した義援金口座にお送

りいたしました。

また、あわせて今回の地震により、Ｂ＆

Ｇ財団から支援募金の協力要請があり、同

じく５月９日付けで１０万円の専決処分を

行い、Ｂ＆Ｇ財団が開設した支援金口座に

お送りいたしました。これは、Ｂ＆Ｇ財

団、Ｂ＆Ｇ全国市長会議並びにＢ＆Ｇ全国

町村長会議の三者連名による協力要請であ

り、Ｂ＆Ｇ海洋センター所在市町村の多く

も被災されたことから、熊本地震災害緊急

支援募金を立ち上げ、支援金や災害復旧の

ために活用を図ろうとするものでありま

す。
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本町は、これまでも東日本大震災の被災

地に対する支援として、義援金及び救援物

資等の提供並びに職員の長期派遣を行って

おり、今後につきましても、被災市町村等

から要請があった場合、できる限り応えて

まいりたいと考えておりますので、御理解

と御協力をお願いいたします。

第２に、発注業務等に係る支払い遅延に

ついてであります。

このたび、建設水道部における舗装修繕

などの発注業務及び美幌町立国民健康保険

病院における患者情報共有ネットワークシ

ステム整備等の契約業務に係る支払い遅延

が発生いたしました。

事案の概要でありますが、建設水道部が

発注した町道歩道の舗装修繕ほか４件の修

繕業務においては、支払い遅延の合計額４

７万２,２９３円、遅延利息の合計額７,９

００円であり、美幌町立国民健康保険病院

が契約した患者情報共有ネットワークシス

テム、発注した同ネットワークシステムＦ

ＡＸ機能追加機器においては、支払い遅延

の合計額３,００７万８,０００円、遅延利

息の合計額１０万６,１００円でありまし

た。

いずれの事案も不適切な事務処理が原因

であり、通常どおりの業務、本来あるべき

会計処理がなされていれば、支払い遅延は

発生しておらず、今回の事案により、支払

い先の事業者はもとより、町民の皆様の信

頼を大きく裏切り、また、議会議員の皆様

に御心配をおかけすることは、まことに申

しわけなく、深くおわびを申し上げる次第

であります。なお、本案件に対する処分に

つきましては、決定した時点でお知らせい

たしますが、このような不祥事が二度と繰

り返されることのないよう、全職員が重く

受けとめ、適正な会計事務とチェック体制

の徹底・強化を図り、再発防止と町民の皆

様の信頼回復に努める所存であります。

次に、御提案いたします議案等について

御説明申し上げます。

専決処分の承認について。

美幌町税条例等の一部を改正する条例制

定については、地方税法などの一部を改正

するなどの法律が平成２８年３月３１日に

公布されたことに伴い、平成２８年度の町

税課税を行うため急を要したこと。

平成２７年度一般会計補正予算（第１３

号）については、繰越明許費に伴う会計処

理などのため急を要したこと。

平成２７年度国民健康保険特別会計補正

予算（第５号）については、療養給付費負

担金の確定に伴う会計処理などのため急を

要したこと。

平成２７年度後期高齢者医療特別会計補

正予算（第３号）については、国庫補助金

の確定に伴う会計処理などのため急を要し

たこと。

平成２７年度介護保険特別会計補正予算

（第６号）については、介護サービス給付

費の確定に伴う会計処理などのため急を要

したこと。

平成２７年度公共下水道特別会計補正予

算（第５号）については、建設事業費の確

定に伴う会計処理などのため急を要したこ

と。

平成２８年度一般会計補正予算（第１

号）については、熊本地震に係る被災地支

援のため急を要したこと。

以上の理由により、専決処分をいたしま

したので、御承認を賜りたいのでありま

す。

動産の取得について。

議案第４７号は除雪グレーダについて、

議案第４８号はクロスカントリースキーコ

ース用圧雪車について、それぞれ入札結果

に基づき取得することについて、議決をい

ただきたいのであります。

工事請負契約の締結について。

議案第４９号は美幌下水終末処理場水処

理施設機械設備更新工事について、議案第

５０号美幌下水終末処理場水処理施設電気

設備更新工事について、それぞれ入札結果
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に基づき契約することについて議決をいた

だきたいのであります。

過疎地域自立促進市町村計画の一部変更

について。

議案第５１号は、本年３月に策定いたし

ました市町村計画について、平成２８年度

の事業計画における自立促進施策区分に変

更が生じたことから、美幌町過疎地域自立

促進市町村計画の一部を変更しようとする

ものであります。

規約の変更について。

議案第５２号北海道町村議会議員公務災

害補償等組合規約の変更について及び、議

案第５３号北海道市町村職員退職手当組合

規約の変更について並びに、議案第５４号

北海道市町村総合事務組合規約の変更につ

いては、脱退する団体が生じたことから、

規約を変更しようとするものであります。

条例の改正について。

議案第５５号美幌町へき地保育所条例の

一部を改正する条例制定については、子ど

も・子育て支援法施行令等の一部改正に伴

い、低所得者世帯・多子世帯などの経済的

負担の軽減を図るため、利用者負担の軽減

を行おうとするものであります。

議案第５６号美幌町放課後児童健全育成

事業の整備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について

は、学校教育法などの一部を改正する法律

の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に

関する省令が公布されたことにより、所要

の改正を行おうとするものであります。

平成２８年度各会計補正予算について。

一般会計補正予算（第２号）につきまし

ては、町民会館改築事業費として１億８３

１万円、臨時福祉給付金給付事業費として

１,９４１万９,０００円、年金生活者等支

援臨時福祉給付金給付事業費として１,０４

９万２,０００円、美幌豊栄地区道営土地改

良事業費として３,７３２万４,０００円、

稲都福梅地区道営土地改良事業費として２,

４８２万４,０００円などの増額補正を行う

ほか、町民会館改築事業に係る債務負担行

為及び、地方債の追加などを行おうとする

ものであります。

国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）につきましては、国保運営制度改正に

係る電算システム改修委託料の追加を行お

うとするものであります。

水道事業会計補正予算（第１号）につき

ましては、浄水場小水力発電機に係る修繕

料の増額を行おうとするものであります。

報告事項について。

まず、繰越明許費繰越計算書につきまし

ては、平成２７年度一般会計予算に計上し

ておりました、地方公共団体情報セキュリ

ティ強化対策事業、年金生活者等支援臨時

福祉給付金給付事業、強い農業づくり事

業、森林認証材ブランド化推進事業及び、

道営土地改良事業の一部について、年度内

の予算執行が困難なため、平成２８年度に

繰り越しをいたしましたので、御報告を申

し上げる次第であります。

次に、一般財団法人美幌みどりの村振興

公社について、平成２７年度に係る経営状

況の報告書が提出されましたので、御報告

を申し上げる次第であります。

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛賜りますようお願い申し

上げ、行政報告と提出案件の概要説明とい

たします。

以上、よろしくお願いをいたしたいと思

います。

○議長（大原 昇君） ただいまの行政報

告の、発注業務等に係る支払い遅延につい

ては、質疑を許します。質疑は１人３回ま

でといたします。

質疑ありませんか。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 発注業務等に係る

支払い遅延問題につきまして、再び発生さ

せてはならないという思いから、再発防止

に向けての町長の御決意を改めてお伺いし
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たいと思います。

今般の支払い遅延問題につきまして、町

民は、一様に残念だと。その声がしきりに

あります。美幌町行政への信頼を失墜させ

たという点では、大変重く受けとめるべき

問題だと思います。

第１には、組織の基本にかかわる問題だ

というように思います。組織体として、報

告をする、連絡をするというのは、基本の

キの問題です。この問題で、ほころびが生

じたという点で、重く受けとめるべき問題

だと思います。

二つ目は、管理職が担当している問題で

発生しているということであります。行政

の運営を的確・適正に推進するための組織

の管理・監督の任にある者が誤りを犯すと

いうことになりますと、組織体としてのあ

り方そのものが問われてしまうという問題

であります。

三つ目には、全庁的調査あるいは対応の

遅れという問題を見ることができます。建

設水道部で起きた問題につきましては、少

なくとも３月中に支払い遅延問題等の発生

が把握されております。そのとき、他山の

石というのではなくて、みずからの問題と

して、全庁的に調査が行われていれば、国

保病院の支払い遅延は、完全に防ぎ得た、

時間的にそういう内容です。そういう点

で、今回の支払い遅延等の問題は、幾つか

の点でしっかり反省しなければならない問

題点を持っております。

四つ目に感じますのは、美幌町は係・担

任制からグループ制に移行されておりま

す。こういう中で発生しているという点

で、改めてグループ制そのものの見直しと

いうか、チェックが求められているという

ように思います。

私は、以上４点の件で、最高責任者とし

ての町長が、どういう姿勢で再発防止に取

り組むかということが、改めて求められて

いると思いますので、御決意を伺いたいと

思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今回の事案につい

ては、本当に町民の皆さんの信頼、そして

議会議員の皆様の信頼を裏切る結果になっ

たということで、大変私も重く受けとめて

いるところでございます。

報告するというのは、基本中の基本だと

いうような御指摘であります。私もそのよ

うに思っておりますし、日頃からそのこと

を職員に言ってきたつもりでありますけれ

ども、できていなかったということに対し

て、そのことで今回の事案が発生したとい

うことで、本当に申しわけなく思っている

ところであります。

また、管理職の立場にある者がというお

話でありましたけれども、これはもうまさ

にそのとおりだと思います。庁内連絡会議

には、管理職が集まって毎月１回、さまざ

まな事案について話をさせていただいてお

りますけれども、まさに組織の中核として

の管理職であり、私が任命いたしましたの

で、任命責任者として本当に残念でならな

いですし、二度とあってはならないという

ような思いでおります。

全庁的な対応の遅れということでありま

すけれども、日にちはちょっと前後するか

と思いますが、防ぎ得たことを防げ得なか

ったということでありますので、このこと

についても今後の反省点だと私は思ってお

ります。今後においては、このようなこと

のないようにぜひとも取り組んでまいりた

いと思っているところでございます。

それから、グループ制の中でのチェック

が求められるのではないかということであ

りますけれども、グループ制にして他に任

せてそれを任せきりだということのないよ

うには、しているつもりでありましたけれ

ども、これもほころんでいたということで

ございます。グループ制の狙いと目的、理

念だとかについては、私は正しいと思って

います。あとは運用のところで今回こうい

うことが起きたと思っておりますので、運
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用の中でしっかりとした取り組みをしてま

いりたいと、そのように考えているところ

でございます。

いずれにいたしましても、信頼回復には

相当な時間と努力、エネルギーが必要だと

思います。しっかりと取り組んでまいりた

いと、そして、再発防止のための方策につ

いても、ただいま検討中でありますので、

早急にこれもしっかりとまとめ上げたい

と、そのように考えておりますので、御理

解のほどよろしくお願いをいたしたいと思

います。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 以上で質疑を終わ

ります。

これで行政報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 一般質問

○議長（大原 昇君） 日程第４ 一般質

問を行います。

通告順により発言を許します。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君） 〔登壇〕 ただい

まから、戸澤が防災・減災対策について一

般質問をさせていただきます。

事前に通告しておりますが、１点目、防

災・減災対策の現状分析について。２点

目、防災訓練の考え方について。３点目、

昨年１０月の台風２３号被害に伴う研究等

成果について。４点目、各種マニュアルの

作成、ＵＴＭグリッド入り地図導入の状況

について質問をいたします。

初めに、ことし４月１４日以降に発生を

しました熊本県における震度７等の地震に

おいて、死者４９人、行方不明者１人が犠

牲となられたことに御冥福を申し上げると

ともに、１０万棟以上の建物が損壊をし、

今なお、約９,８００人の方々が避難生活を

している現状に対し、お見舞い申し上げま

す。

昨年５月の平成２７年第２回美幌町議会

臨時会の所信表明において、町長は、町民

の皆さんが安心安全に住み、生活すること

ができ、住んでいてよかったと実感でき、

長生きを楽しめ、将来に希望や夢の灯りが

ともり、小さくてもキラリ夢輝くまちづく

りを目指すため、１０の基本目標と４０の

主な事業掲げ、任期中に実現を図ることを

町民の皆さんにお約束してきたと述べまし

た。その第７の基本目標として、災害・減

災・安心安全対策に取り組むと掲げており

ます。

また、ことし３月の定例議会における平

成２８年度町政執行方針においても、所信

表明と同様に、１０の基本目標の第７とし

て、災害・減災・安心安全対策に取り組む

と述べるとともに、第６期美幌町総合計画

の方針として、１項の人を創り、地域力を

高めるまちづくりの中で、防災体制の整備

として、３年次目となる家庭用非常用持出

品セットの全戸配布のほか、防災用資材と

して仮設トイレ・避難所パーテーション・

床マットなどの購入に加え、昨年１０月の

集中豪雨における災害対応を踏まえ、救命

胴衣や救助用ゴムボートの整備を行うこと

で、安全安心のまちづくりに努めていく。

４項の住みやすく、人が集まる基盤をつく

るまちづくりの中では、堤内排水対策とし

て、近年、ゲリラ豪雨の多発により、その

役割は一層重要となっている。昨年１０月

の集中豪雨においては、多くの床下浸水被

害が発生したことから、スムーズな排水対

策を講じられるよう、町保有ポンプを３５

台から４１台に増設するとともに、新たに

新興樋門に電気設備を整備するなど、迅速

かつ機動的な体制の確立に努め、抜本的な

解決を図るために、雨水排水経路やその手

法について関係機関との協議を積極的に図

り、早期の課題解決に向け努力すると述べ

られました。

さきの熊本地震においては、救援物資は

届くものの避難所までは行き渡らないと
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か、損壊家屋を直したいが、罹災証明の発

行がおくれて直せないとかの自治体におけ

る分配機能の不十分さ、各種証明書発行の

遅延等、問題点も明らかになっています。

土谷町長も１０年目となり、防災・減災

対策についてはいろいろと成果を上げてい

ると認識していますが、昨今の異常気象や

他地域の大災害等から、まだまだやるべき

ことがあるという認識もあると思います。

そこで質問ですが、美幌町の防災・減災

対策の現状をどのように分析しているの

か。残り任期３年の間に、何を優先して対

策を行おうとしているのかお聞かせくださ

い。

２点目、防災訓練の考え方。

美幌町地域防災計画第４章災害予防計画

第８節防災訓練計画では、災害時における

応急対策を円滑かつ迅速に遂行することを

目的として、町防災組織が単独または関係

機関、自主防災組織等と緊密な連携のもと

に、総合的かつ計画的な防災訓練を実施す

るための計画であり、その種別として、①

水防訓練、②消防訓練、③災害通信連絡訓

練、④避難救出訓練、⑤非常招集訓練、⑥

総合訓練、⑦その他災害に関する訓練とあ

ります。

また、第６期美幌町総合計画１－７防災

体制の強化（１）防災体制の充実、強化の

項で、総合災害訓練等あるいは、単位自治

会と連携した防災訓練を実施するとありま

す。

土谷町政となって９年間が過ぎました

が、その間、何を目的に、どのような訓練

を行ってきたのか。今後どのような訓練を

行おうとしているのかお聞かせください。

３点目、昨年１０月の台風２３号被害に

伴う研究会等成果。

昨年１０月８日、台風２３号に伴う、大

雨・暴風による洪水・強風被害が発生を

し、３００人以上の方が避難所に避難する

災害が発生しましたが、その中で多種多様

な問題点・教訓事項があったと認識してい

ます。

そのような観点から、避難所用パーテー

ション・床マット・救命胴衣・救助用ゴム

ボートなどの整備を行うこととなったと思

います。

あの災害の教訓事項を一過性にすること

がないよう、関係機関を交えた研究会・意

見交換会を開催すると伺った覚えがありま

すが、いつ・だれと・どこで・どのような

内容で行ったのか。そこで、どのような意

見等が出て、どのような結論に至ったの

か。美幌町地域防災計画に反映すべき事項

はあったのか。その研究会・意見交換会の

内容と成果についてお聞きします。

４点目、各種マニュアルの作成、ＵＴＭ

グリッド入り地図導入の状況について。

昨年６月の第３回美幌町議会定例会にお

いて、災害発生時における情報の共有要領

として、災害対策本部設置マニュアルと、

職員の行動マニュアルの作成、被害等の状

況把握の情報共有として、自衛隊が使用し

ているＵＴＭグリッド入り地図の導入を提

言しましたが、その後における、これら２

点の検討結果についてお聞かせください。

以上４点について、お伺いいたします。

よろしくお願いをいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 戸澤議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。

初めに、防災・減災対策について。

防災・減災対策の現状分析についてであ

りますが、まず、私からも熊本地震により

亡くなられた方々に対し、お悔やみを申し

上げますとともに、被災された方々に対し

てお見舞いを申し上げます。

町では、これまで多くの自然災害を経験

し、それを教訓に災害に強いまちづくりを

進めるため、災害・減災・安心安全対策に

取り組んでまいりました。

具体的には、自主防災組織の取り組みに

よる防災総合訓練などの自助的活動の促進
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や各事業所との災害協定の締結を行ってき

ております。

特に、東日本大震災以降は、防災担当主

査の配置や、防災資機材備蓄倉庫の建設、

避難所への備蓄資機材の整備など、さまざ

まな取り組みを進めてきております。

しかし、現状としては、あらゆる災害対

応には、まだまだ不十分であると分析して

おり、引き続き、防災・減災対策をさらに

充実させていくことが必要と考えておりま

す。

残り任期３年の間に何を優先して対策を

行おうとしているかとの御質問ですが、何

より人命を守ることを最優先とした対策を

講じていくことが必要であり、継続した防

災訓練や、研修実施、あんしんねっとびほ

ろを活用した情報提供や警察・消防・自衛

隊などの関係機関との連携及び情報共有、

備蓄資機材の整備充実など、これまでの取

り組みをさらに高めていくことが重要と考

えております。

近年の異常気象から全国各地で災害が発

生している現状を見ますと、いつ・どこ

で・何が起こるかわからないではなく、災

害は必ずやってくるとの認識のもと、適切

な災害対応が図られるよう努めてまいりま

すので、引き続き御理解をお願いいたした

いと思います。

次に、防災訓練の考え方についてであり

ますが、災害時における応急対策を円滑か

つ迅速に遂行することを目的として、単独

または関係機関、自主防災組織と緊密な連

携のもとに、総合的かつ計画的な防災訓練

を実施するものとして、地域防災計画に定

めております。

防災訓練で必要なことは、自助・公助・

共助の役割について理解することであり、

防災意識を高めるとともに、みずからの身

はみずから守るという大前提のもと、各自

が正しい知識を身につけることが重要であ

ると認識しております。

このため、防災訓練については、現在、

災害の発生が多く予想される地区を優先的

に行う予定でおりますが、順次、関係機

関・単位自治会との連携のもと、実施して

まいりたいと考えております。

昨年度につきましては、日の出地区にお

いて、町主体の避難訓練を実施しており、

１１４名の参加をいただいたところであり

ます。

今年度の計画といたしましては、１０月

に実施予定の南地区自主防災訓練を行う前

に、避難訓練や図上訓練を行っていきたい

と考えており、詳細については、今後、消

防・自衛隊の関係機関や自治会連合会、単

位自治会と十分な協議を進め、具体的な意

見をいただきながら、本町の実態に即した

防災訓練や地域の防災意識の向上のため、

より効果的な訓練ができるよう努めてまい

りますとともに、平時にあって有事の備え

をしっかりと整えることを基本と考えてお

ります。

次に、昨年１０月の台風２３号被害に伴

う研究会等の成果についてでありますが、

昨年１０月に発生した台風２３号の災害対

応においては、発生当日の避難者への情報

提供や職員配置など、多くの反省点・問題

点があったものと認識しており、平時から

の備えや訓練の重要性を改めて認識してい

るところであります。

災害対応の問題点につきましては、実際

に災害対応に当たった職員はもとより、住

民・消防の関係機関と意見交換を行い、ま

た、ことし２月に開催されました美幌町自

治会連合会と行政との懇談会では、安全安

心なまちづくりを懇談テーマに、災害対応

の反省点と課題について協議をしたところ

であります。

協議内容としては、情報伝達方法や避難

所運営における役割、職員の初動体制や備

蓄品の配置・管理など多岐にわたってお

り、よりきめ細やかな災害対策を進めてい

く必要があると判断し、ことし５月、役場

内にプロジェクトチームを設置いたしまし
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た。このプロジェクトチームは、昨年の災

害を教訓に、課題の検証を行うことで、地

域防災計画及び各種マニュアルの見直し、

作成を行い、より効果的なマニュアル化の

整備に向けて取り組んでいるところであり

ます。

防災・災害対応につきましては、町民の

生命、身体及び財産を保護する観点から、

今後もより万全な体制を整えて取り組んで

まいりたいと考えております。

次に、各種マニュアルの作成、ＵＴＭグ

リッド入り地図導入の状況についてであり

ます。

災害発生時における対応マニュアルにつ

きましては、現在、庁舎組織であるプロジ

ェクトチームを設置して、地域防災計画や

各種マニュアルの見直し・策定作業を進め

ているところであります。

このプロジェクトチームでは、既に整備

している各種計画やマニュアルについて

は、より実効性のあるものとするため、ま

た、新たに職員初動対応マニュアルや避難

所の開設から設置に至る職員用対応マニュ

アルなど、具体的な職員の配置体制や業務

分担など、適切な災害対応がとれる体制の

マニュアル化を整備する考えでおります。

また、ＵＴＭグリッド入り地図について

は、自衛隊との連携により、実際の災害対

応においても活用してきております。

現在は、自衛隊のＵＴＭグリッド入り地

図を参考に、都市計画図にグリッド線を入

れ活用しておりますが、より災害現場に対

応できるよう、市街地に対応したグリッド

地図の作成に向け、さらに検証を進めてい

きたいと考えております。

また、自衛隊による防災・減災対策の支

援により、災害に強い隊区内を目指し、自

衛隊と２市８町の防災担当職員を対象に、

災害対処訓練研修会を計画しており、その

中でＵＴＭグリッド地図による情報の伝達

方式や使用方法などを研修し、より万全な

体制を整えていきたいと考えております。

以上、御答弁をさせていただきました。

よろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） まず、防災・減災

対策の現状分析について再質問させていた

だきます。

人命を守ることを最優先に、これまでの

取り組みをさらに高めていくことが重要と

考えておられるとのことでした。

その中で、継続した研修の実施とありま

すが、具体的にどのように考えられている

のかお聞きしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 研修の具体的

な内容だというように思いますけれども、

まず自治会連合会の自主防災訓練が実施を

されてきております。これは、平成１５年

からずっと実施をされてきているものでご

ざいますけれども、今年度については南地

区を予定しているということでございまし

て、それぞれの各４地区等を含めて、東西

南北に分けて実施をしてきております。こ

れらについては、それぞれの中で有事の場

合についての避難の仕方、あるいはどうい

った体制で逃げていくのかがいいのかを含

めて、引き続き各地区の中で、輪番制にな

ろうかと思いますけれども、実施をしてい

きたいというのがまず１点でございます。

それから昨年、平成２７年度から防災避

難訓練ということで、美幌町が事業を実施

したいと、訓練をしたいということで、答

弁にもありましたけれども、昨年、日の出

地区の１１４名に参加をいただきながら、

実際の避難の仕方・あり方、あるいはその

避難所での運営等々含めて検証をさせてい

ただいたところでございます。これは引き

続き、当面は、避難の割合が高くなってき

ております日の出、あるいは美芳自治会を

中心としながら、訓練をしていきたいと思

っていますし、これらの避難対象自治会に

ついては、順次拡大をしながら訓練を実施
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していきたいと思っております。

また、職員の訓練といたしましても、そ

れぞれ、初動マニュアル等々もつくりなが

ら、実際にそれらのマニュアルの活用化に

ついても、今後研修を図っていきたいと考

えているところでございます。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） ここにある継続し

た研修というのは、要するに、訓練等の後

の研修会とか、そういうことの研修を意味

して言っているわけですか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） それぞれ、訓

練をやった中で、恐らく反省点等々が出て

こようかと思いますので、それらをその後

どう生かしていくかを含めて、研修あるい

はその点検をする体制をつくっていくこと

が必要だと考えているところでございま

す。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 少し古いデータな

のですが、２００８年に総務省消防庁が行

ったアンケートによれば、防災担当者の研

修を定期的に実施しているところはわずか

１２％、不定期的だが実施しているを入れ

ても４５.９％で、半分にも満たなかったそ

うです。特に、１０万人未満の市町村で

は、ほとんど研修を受けていないのが実情

だと分析しております。

また、２００９年に防災功労者として、

内閣総理大臣表彰を受けた防災情報の専門

家である吉井博明先生によりますと、研修

も受けていない専門性の低い職員が、２か

ら３年の短いスパンで防災を担当すると、

どのような問題点が起きるか語っておりま

す。

もし、在任が３年程度ならば、１年目は

勉強、２年目は実務で忙殺、３年目は移動

の準備で終わり、流し運転で対応してしま

いがちで、担当職員が専門性を高めて、地

域に根差した綿密な防災計画を定め、維持

していくことは難しく、例えば、予算を確

保できたとしても、ハザードマップの制作

を業者に丸投げしたり、防災計画をつくる

のにシンクタンクへ調査を丸投げしたりす

ることとなると。

また、いざというときに、避難勧告・指

示を出すのをためらって、避難の呼びかけ

がおくれたりすることが少なくないと。

専門性を持った職員がいないことが、そ

ういう悪い形で顕在化すると言われており

ます。美幌町に全てが該当するとは思いま

せんが、短いスパンでの職員の交代は、特

に防災に関しては、デメリットが大きいの

ではないでしょうか。

そこで、質問ですけれども、防災士研修

講座負担金として、６万１,０００円の予算

を本年度計上していますが、いつ・どのポ

ストの職員が、講座を受けられるのか、ま

た、今までに何人の職員がこの講座を受

け、防災士の資格を取られたのかお聞きし

ます。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 戸澤議員がお

っしゃるとおり、担当職員が変わっていく

ということについては、防災というのは一

生のものだと思っていますので、それは継

続性ですとか重要性を含めて、極めて重要

なことだと思っています。

それで、今までに美幌町の職員として、

防災士の資格を取得している職員が６名お

ります。ことしも予算を計上させていただ

いたところでございますけれども、現在、

防災を担当している人間が防災士の資格を

取りに、まさに今、研修に行っているとこ

ろでございます。

今回のプロジェクトチームについても、

６名いる防災士、これは全て入っていただ

いて、全庁的な課題としてプロジェクトチ

ームを立ち上げたところでございまして、

その認識については、防災担当のところだ

けでなく、全庁の中に広げていくというこ
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とで、今回の防災士の役割としても、そう

いったことについて認識をいただくという

ことで、プロジェクトチームに参画のお願

いをしたところでございます。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 現在、防災担当主

査が研修中ということで、非常にいいこと

だと思います。

防災担当主査の方の平均在職期間という

のはどのくらいなのかお聞きします。

○議長（大原 昇君） 総務主幹。

○総務主幹（石澤 憲君） 正確な数字は

持ち合わせておりませんが、平成２４年度

から防災担当主査を配置しております。記

憶で申しわけございませんが、これまでに

３人が変わっておりまして、現在２８年度

４月から現主査になっておりますので、在

勤年数のばらつきはありますけれども、現

在４人目ということで御理解いただきたい

と思います。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 単純計算でも１年

ちょっとか長くても２年ということになろ

うかと思いますけれども、それだと専門性

を高めて、地域に根差した職務は全うでき

ないのではないかというように思いますけ

れども、平成２７年１０月、昨年の１０月

ですが、内閣府が、地域防災マネージャー

制度を創設しましたが、その制度の概要は

承知しているでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） その前に、先

ほどの答弁の中で、４人目ということで答

弁をさせていただいきましたけれども、５

人目ということで御訂正をいただきたいと

思います。

単純にいけば２４年度に職としてつくっ

て、今２８年度ですから、大体１年弱ぐら

いということで、継続性からいけば、非常

に問題があろうかという認識をしていると

ころでございます。

今御質問のありました地域防災マネージ

ャー制度につきましては、大変恥ずかしい

話でございますけれども、制度の概要・内

容等については周知をしかねているところ

でございます。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） この地域防災マネ

ージャー制度というのは、概略の説明をし

ますと、二つの条件がございまして、内閣

府が実施した防災スペシャリストの養成研

修、あるいは防衛省が実施する防災危機管

理教育、それらこれらの類似研修を卒業し

た者、そして内閣が認めた研修を卒業した

者というのが第１の条件になります。

２番目の条件としまして、本省の課長補

佐級、あるいは民間企業に合ったこれに相

当する以上の職務を経験した者であると。

あるいは、国または地方公共団体におい

て、防災行政の実務経験５年以上を培った

経験者ということで、自衛隊で言えば、３

等陸佐以上というように限定されておりま

す。

こういう二つの要件を満たせば、申請に

より内閣府から証明書を交付できるという

制度になっております。

それで、この制度を利用すれば、専門性

の高い職員を積極的に配置することがで

き、かつ採用配置に係る経費の半分が特別

交付税として、上限は３４０万円なのです

が、措置されるということで、非常にいい

制度だと思います。

現在、自衛隊退職者で、防災官などとし

て、４６都道府県で約８０名。それから、

約２３０の市町村で約２７０名。合計約３

５０名の自衛隊ＯＢの方が採用されていま

す。その方々も逐次、地域防災マネージャ

ーとして証明書の交付を受けております。

こういう防災マネージャーを配置するこ

とによって、１年２年ではなくて、ある程

度長期的に防災の専門家を配置することが
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できると思います。美幌町でもぜひ採用を

検討してはいかがでしょうか、町長。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 会議の中で、総監

部の人事担当から、このマネージャー制度

についてお聞きしたり、活用をしてくださ

いというようなことを言われております。

できれば活用したいと思っておりますけ

れども、ただ、今おっしゃったように３等

陸佐以上ということで、なかなか人材を求

めるのも大都市でないと、あるいは師団、

旅団があるところ以外は、なかなか厳しい

というのが現実だろうと思っておりますけ

れども、なお必要性は感じておりますの

で、極力、配置していただけるようなこと

を考えてまいりたいと、そのように思って

おります。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 美幌町でも、３等

陸佐以上で定年になる方が、数は多いとは

言えませんけれども、いることはいますの

で、ぜひ要請をして採用されたほうがよろ

しいかと思います。

２番目に、あんしんねっとびほろを活用

した情報提供というようにありますけれど

も、２０１４年２月１日に運用開始をさ

れ、２年４カ月が過ぎていると思います。

この、あんしんねっとびほろの登録者数は

現在何件かお聞きしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務主幹。

○総務主幹（石澤 憲君） 正確な人数ま

では直近の資料を用意してございません

が、残念ながら、３００名程度ということ

で、非常に登録は低くなっております。

その中でも、あんしんねっと気象情報に

ついては、今まで美幌町の情報が市町村別

でいくと、最後のほうに出てくるような状

況でありましたが、今回、４月、５月でシ

ステムを改修いたしまして、まず最初に網

走南部、そして美幌町の情報が入るように

システムを改めてきております。

今後におきましては、このシステムを使

って、逆に情報も発信できますので、活用

してまいりたいと思います。

ただ、議員おっしゃられるとおり、登録

者数が極めて低調でございますので、この

分につきましては、あらゆる機会を捉えま

して、登録の増加に向けて努力してまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） では、３００名程

度ということで、現状では満足していない

という認識でよろしいかと思います。

では、特に今、登録者数をふやす具体的

な施策は考えられていないということでよ

ろしいでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務主幹。

○総務主幹（石澤 憲君） 広報・ホーム

ページは当然でございますけれども、担当

としては、例えば、高校だとか若い方への

アプローチ、あるいは職場単位でお願いを

していくだとかということで、広報等の媒

体はもちろんですけれども、あらゆる会合

ですとか、団体・企業などへのお願いもし

てまいりたいというように考えておりま

す。よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 先ほどの答弁の中

でも、あんしんねっとびほろを活用した情

報提供とうたっておりますので、ぜひ３０

０名で満足することなく、今後あらゆる手

段を活用して、登録者の数をふやしていた

だきたいと思います。

次に、警察・消防・自衛隊などの関係機

関との連携及び情報共有とありましたけれ

ども、具体的な取り組みとして考えている

ことはないか、あるのかお聞きしたいと思

います。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） それぞれ、実
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際に各種災害が発生した折、消防あるいは

警察、自衛隊の出動もまず要請をしなくて

はいけないと考えております。

その中で、美幌町全体としての災害対応

についての課題、あるいはそれぞれ他のと

ころから見たときの災害対策本部のあり方

等々を踏まえまして、いろいろな意見をそ

れぞれの関係機関・団体でお持ちだろうと

思っておりますので、それらの情報もいた

だきながら、その改善策について関係機関

と話し合いをした中で、改善を図っていく

というような取り組みも実施したいと思っ

ていますし、それぞれの災害対応に応じた

内容については、それぞれの関係機関に１

回お返しをして、情報を共有していくとい

う形で、そこの中からまた次の災害対応の

ための方策・対策についても検討を進めて

いきたいと考えております。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 町が主体となっ

て、それぞれの各機関をお呼びして、そこ

で意見交換会をするというような考えはな

いのでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 先ほども答弁

を申し上げましたけれども、それぞれの機

関で役割分担等々の中で考えていること、

あるいはその対応した中での感想は、それ

ぞれの機関・団体によって違うのだろうと

思っていますので、それらを集約する中で

の会議あるいは情報交換は必要だと感じて

おりますので、そういった形での会議のあ

り方も検討していきたいと考えておりま

す。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 質問を変えます

が、いつ・どこで・何が起こるかわからな

いではなく、災害は必ずやってくるという

認識のもと、適切な災害対応に努めるとい

うように先ほど回答をいただきましたけれ

ども、町長にお聞きします。

町長として、職員、そして町民の防災意

識は、現状どの程度にあると分析している

でしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） どの程度というの

は、正確に数値的にはちょっとお答えでき

ませんけれども、ただ、先ほども１回目の

答弁をさせていただきましたが、町が主催

の防災訓練で１１４名も参加していただい

たし、さらには４地区に分けた自主防災の

総合訓練にも多くの皆さんに参画していた

だいております。

そういった意味で、災害に対する意識は

相当高いのではないかという思いをしてい

るところでございます。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 町長の認識は、相

当高いという御認識ですけれども、防災意

識向上のための特別な何か施策というのは

考えておられないでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 特別のというより

は、ありとあらゆる手段をもって、やはり

日ごろから有事に備えるということは、極

めて重要だと思っておりますので、とれる

範囲の想定外と言えない中での訓練であり

ますけれども、ありとあらゆる場面を想定

しながら、やはりさまざまな訓練をしてい

かなければ、実際に有事があった時に、訓

練もしないで有事に対処できるということ

は、まずないと思いますので、しっかりと

した防災に対する訓練、これをしっかりと

取り組んでいきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 防災訓練という話

が出ましたので、次に防災訓練の考え方に

ついて再質問をさせていただきますけれど
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も、ある資料によりますと、防災の基本は

自助であり、まずは自分を守ることによ

り、家族や友人、隣人を助けに行くことが

できる。つまり、共助のベースになると。

救助される人ではなく、救助する人になる

こと。それが自助の取り組みであり、救助

する人が多い地域は、防災に強い地域とも

言えるというように記述されておりまし

た。

美幌町においても、防災リーダーを養成

しておりますけれども、防災リーダーの養

成は毎年定期的に行っているのか。その養

成状況と現状についてお聞かせください。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 各自治会のほ

うでそれぞれお願いをして、今ちょっと人

数は把握しておりませんけれども、町内に

数多くの防災リーダーの資格を持った方が

いらっしゃいます。

それで、昨今の自治会連合会との話の中

でも、この防災リーダーの活用についてと

いうことの話もさせていただいたところで

ございます。

先ほど言いました、町の防災士、それか

らそれぞれの地域内に防災リーダーがいる

ということで、これらの防災の専門的な知

識を持っている方の活用をどう図っていく

かということも、一つ課題としてございま

して、これは協議会を設置して、多くの方

の中で、防災対策について論議をいただく

ということも必要だろうと思っていますの

で、これらのものについての協議会の設置

に向けた話し合いもしていきたいと思って

いますし、当然、各自治会における防災リ

ーダーの養成についても、今後とも各自治

会にもお願いをしながら進めていきたいと

考えております。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議員がおっしゃる

ように、自助の上に成り立って共助がある

ということは、まさに私もそのように思っ

ております。

昨年の大雨のときの反省点として、やは

り個々に情報提供をするというのは、非常

に難しいということがわかりましたので、

今私どもで言っているのは、情報提供はも

ちろんこちらから、さまざまな媒体を使っ

てするわけですから、自助の世界で情報収

集をしていただきたいということを言って

おります。

それと、やはり東日本大震災のときにも

言われたように「津波てんでんこ」という

言葉があるように、それぞれが自分の身を

どう守るかということは、それぞれで考え

ていただいて、そして、そこで命があれ

ば、また共助に向かうというのが基本だと

私は思っておりますので、議員と同じよう

な考え方でおりますので、よろしくお願い

をしたいと、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） それで、先ほど、

今防災主査が行っている研修があるという

ようにおっしゃいましたけれども、その防

災士研修センターが、要するに防災士養成

事業というのを行っておりまして、これは

地元の自治体でも開催してくれるというこ

とであります。ということで、その研修で

今までに４万人の方が防災士という資格を

取られていると。

北海道では２００６年に旭川でやってい

ると。札幌においては二、三年に１回、開

催しているという状況です。これは、地元

開催することによって、多くの町民が防災

士という資格を取りやすくなるというよう

に思います。

現在、防災リーダーは消防署のほうでや

っていると思いますけれども、消防署での

講習会がだめだと言っているわけではない

のですけれども、たまにはこういう視点を

変えた研修も、有効なのではないかという

ように思います。ぜひ、地元でも開催して

くれるという講習らしいので、それについ

ても検討していただければと思います。
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時間がないので先に進みますが、防災訓

練について、災害の発生が多く予想される

地域を優先的に行う予定だと。そして、地

区の自主防災訓練も含めて、訓練がマンネ

リ化しているのではないかと。

防災訓練には、形態別に大きく分けて、

実動訓練と図上訓練、実際に動く訓練と頭

の中で訓練する訓練があります。そして災

害の種類によっては訓練内容も異なってく

ると。これも分類することが可能で、実技

を身につけるための訓練、要するに実技訓

練、さらには避難所運営ですとか、災害医

療の関係、あるいは救助対象者別というよ

うにいろいろな訓練があります。

過去の災害対応を分析して、不十分な事

項を訓練する必要があるのではないかと。

訓練には、必ず目的とか目標というのがあ

ると思いますけれども、目的を明確にし

て、マンネリ化にならないように、創意工

夫のある訓練が必要だと思いますがいかが

でしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 先ほど、訓練

内容については御答弁をさせていただきま

したけれども、どちらかというと、避難を

重視した訓練を重きにやってきているとい

う現状がございます。議員がおっしゃると

おり、図上訓練あるいは避難所訓練等々を

含めて、訓練を実施していない、されてい

ない分野がまだ数多くあるというように認

識をしております。

当面、ことしについては図上訓練を実施

する予定で今進めているところでございま

すけれども、それぞれの想定をどういった

形でして、どの訓練を実施していくかとい

うことが、非常に大事だと思っております

ので、そこのところも整理をしながら、今

後の訓練体制の充実に努めていきたいと考

えているところでございます。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 災害対策本部と

か、例えば災害発生時の職員の行動、これ

らに関する訓練について今までに行ったこ

とはあるのかお聞きします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 実際に想定を

して、災害対策本部を立ち上げて、職員に

初動の指示を与えるというような訓練の実

施をしたことはございません。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 職員の災害時の仕

事・役割に即して、防災訓練を行うという

ことは極めて重要だと思います。

災害時の職員が果たすべき役割というの

は、美幌町地域防災計画に定めてある業務

分担であり、それが職員の行うべき防災業

務だと思いますが、これらの訓練には、図

上訓練が適していると思います。

しかしながら、自分たちが計画をして、

自分たちを鍛えるというには限界がありま

す。他の機関・団体等が計画をつくり、そ

の計画の中で訓練に参加をするという形の

ほうが効果的な訓練ができると思います。

そのような訓練をいやというほど行って

きたのが、自衛隊のＯＢであります。隊友

会の主力メンバーです。ぜひ、そのような

機関・団体等にお願いをして、訓練を行う

考えはありませんか。お聞きします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） １回目に答弁

させていただいておりますけれども、今年

度、隊区内において、その災害の対処訓練

等々を含めた協定書を締結する予定で、今

進めさせていただいております。

これは、隊のほうが、各種災害に対する

対応、それからその対処法を含めて、相当

な知識を持っているというところをぜひと

も自治体にも還元していただきたいという

思いの中から、２市８町の隊区内で今協定

書を取り交わすような形で進めさせていた

だいておりますので、そういった形も利用

しながら、訓練の実施をできればというよ



－ 18－

うに考えているところでございます。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） ２市８町となる

と、規模が大き過ぎて、末端の職員まで訓

練をするということは、なかなか難しいと

思いますので、まずは、美幌町の職員を対

象とした訓練の必要性というのはあるのか

と。そうしないと、やはり昨年のような、

実際に避難所に行ったときの対応ができな

いとか、情報を取ったけど、情報が対策本

部まで伝わってこないということが出てき

ますので、やはりそういう基本的なことを

まず訓練していくということが大事だと思

います。ぜひ御検討願えたらと思います。

次、昨年の１２月に、防災担当の方が作

成しました、台風２３号に伴う災害対応の

課題・改善点というものがございますけれ

ども、それには１番目、避難勧告につい

て、２番目、避難指示について、３番目、

避難方法について、４番目、避難所運営に

ついて、５番目、災害対応全般について、

いろいろと反省点が記述されております。

その中で、避難所の情報を災害対策本部

で正確に把握できなかったと。そのため、

人員配置体制の見直しを図るというように

書いておりましたけれども、この配置体制

の見直しというのは完了したのかどうかお

聞きします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 現在、５月に

役場内の災害プロジェクトチームを設置い

たしまして、三つのワーキンググループを

つくって、それぞれのマニュアルの作成・

見直し、そして、地域防災計画の見直しに

ついて進めているところでございます。

その避難所に関しましては、避難所の設

置、あるいはその運営マニュアル、これら

を見直し・作成をする予定でございまし

て、今８月をめどにこのプロジェクトチー

ムのワーキンググループで検討を進めてい

るところでございます。

その中に当然、避難所への職員配置のマ

ニュアル、あるいは基準等々もマニュアル

の中に必要かと思っておりますので、もう

少し時間がかかろうかと思いますけれど

も、今現在８月を目途として、マニュアル

を作成しているところでございます。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） マニュアルも含め

て８月をめどにということでしたので、ぜ

ひこの避難所等の配置体制について、長期

化した場合は、例えば一個の避難所に３名

を配置しますといった場合に、３名が例え

ば１ヶ月間ずっといれるわけではありませ

んので、ぜひ交代のグループをつくると

か、そういう観点も含めて、配置の計画を

つくっていただきたいと思います。

それから、マニュアルについて、８月め

どだという回答でしたけれども、非常に遅

いのではないかという認識を持っておりま

す。マニュアルについては、完成形を追求

しなくてもいいのではないかと思います。

極端な話、あらあらで結構ですので、そ

れをあらあらでもいいからつくってしまう

と。その中で防災訓練の場ですとか、ある

いは本当に災害があったときの成果を分析

したものをどんどん修正していくというこ

とが重要だと思いますので、まずもって、

あらあらでもいいからマニュアルをつくっ

てしまうということが大事ではないかと思

いますので、担当職員の努力を今後とも期

待したいと思います。

次に、ＵＴＭグリッド入り地図の使用に

ついてですけれども、担当職員レベルでは

実際に使用しているようですけれども、現

場に出て、被害状況を把握する職員ですと

か、対策本部で、被害状況を実際に地図に

記載する職員、最低限、これらの職員はＵ

ＴＭ地図の使用法について熟知していなけ

ればならないと思いますけれども、それら

職員の地図の使用方法の習熟度というの

は、どの程度なのかをお聞きしたいと思い
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ます。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 災害対策本部

につきましても、自衛隊から、こういうも

のがありますということで、実際に持って

来ていただいて確認をしたのが、昨年とい

うことになっております。

その中で、今の答弁にもありますけれど

も、都市計画図にグリッド線を入れて活用

していると。この都市計画図が１万分の１

の縮尺の図面ということで、なかなか地域

限定の災害に対しては、地図としては非常

に厳しいと考えております。

それで、今市街地図におきましては、一

番縮尺の大きいもので５００分の１の地番

の入った地図を行政で持っておりますけれ

ども、これらにグリッド地図が作成できな

いかどうかを含めて、検討をさせていただ

いております。

職員のグリッド入り地図についての習熟

度はどうだということでございますけれど

も、恐らく見たことのない職員が多数かと

思っておりますので、これは対応を含め

て、実際にどういった形でこの地図を活用

していったらいいのか、あるいはどの程度

まで整備をしたらいいのかを含めて、これ

もプロジェクトチームの中で話し合いをし

た中で、避難所の開設、それから災害対処

訓練についても、職員の訓練を実施する予

定でおりますので、それらの訓練も含め

て、全体的な災害対応のあり方について検

討を進めていきたいと考えております。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 市街地も含めて、

グリッド入り地図を考えているということ

ですけれども、このグリッド入り地図とい

うのは、市街地ではあまり効果を発揮しな

いと思います。市街地は地番とか、あそこ

の誰の家と言ったら大体わかると思いま

す。

要するに、森林内、美幌町有林とか、あ

るいは農村部とか、そういうところで大き

く威力を発揮する地図だというように認識

しております。

ということで、その市街地の部分につい

ては、そんなに真剣に考える必要は余りな

いのかと。美幌町内でどこどこの家の人が

いなくなったといったら、すぐそこの家だ

とわかると思いますが、例えば登栄の森の

中で、山菜取りのおばあさんがいなくなっ

たといった場合、あるいはどこどこのとこ

ろが崖崩れだといったときに、林班図では

ちょっとわかりづらいと思います。

それが、ＵＴＭ入り地図だとピンポイン

トでこの場所だというのが認識できますの

で、そういうところで活用できるのかと。

そして地図の読み方も左から右へ、下か

ら上へと非常に簡単ですので、１日１０分

もあればすぐに覚えられるようなものです

から、早く実際に現場に行って、被害状況

を把握する職員ですとか、そういう方に

は、ぜひ早めに地図の見方を教えていただ

きたいと。

そうすることによって、現場と対策本部

とで、実際の災害の場所がどの位置かとい

うのが、お互いに情報共有できると思いま

すので、ぜひそのようにしていただきたい

と思います。

もう時間になりましたので、以上４点に

ついて質問をさせていただきました。

防災・減災というのは、スピード感が大

変大切だと思いますので、ぜひスピード感

ある対応のお願いをしまして、私の質問を

終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。

○議長（大原 昇君） これで、６番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。

暫時休憩します。

再開は１３時１５分といたします。

午前１１時２９分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 １時１５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続
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き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 〔登壇〕 それで

は、私は３項目について順に質問をしてま

いりたいと思います。

１点目は室内多目的運動場の整備につい

てでありますが、施設整備計画の取り組み

状況について御質問したいと思います。

室内多目的運動場整備に関する一般質問

を平成２６年９月に、関連して室内ゲート

ボール場整備基金の考え方に関する一般質

問を平成２７年６月に行っております。平

成２６年９月に質問しました、冬期間に各

種のスポーツ練習をできる室内多目的運動

施設は、優先度の高い事業ではないかとの

問いに対して、町内に必要な施設であると

答弁され、ことし策定の第６期美幌町総合

計画において、多目的ドーム整備について

は、冬期間でも運動ができる室内多目的施

設の複合利用も含めて検討と明記されまし

た。実施に向けた姿勢を高く評価するもの

であります。

この質問に先駆け、私は各市町村に直接

室内施設整備状況を文書等で照会いたしま

した。管内には室内ゲートボール場を含め

ると、既に１６市町村で２２施設が整備さ

れております。網走のオホーツクドームの

ような多額の事業費を要した施設もあれ

ば、鉄骨造やアルミ骨組幕工法など、比較

的事業費を抑えた施設、床も砂入り人工芝

や土など、それぞれに違いがあります。

１点目として、管内の既存施設の情報収

集の状況及び事業化に向けた今後のスケジ

ュール等についてお尋ねします。

また、施設整備の候補地として予想され

る箇所があればお示しください。

２点目として、平成２７年６月に質問し

ました室内ゲートボール場施設整備基金条

例の目的改正の問いに対して、必要な時期

に、現状の基金の目的等の改正を検討した

いと答弁されました。

平成２８年度において、網走川河畔公園

パークゴルフ場整備事業が着工されます

が、事業完了の時期に合わせて基金残を室

内多目的運動施設整備基金として積み立て

る条例改正の考え方についてお尋ねいたし

ます。

二つ目は人事政策について。

女性職員採用と管理職等の登用について

であります。女性の職業生活における活躍

推進に関する法律の制定により、その基本

的方向が閣議決定され、国・地方公共団

体・企業等においても行動計画を策定し、

女性が仕事と子育てを両立し、活躍できる

よう、職場の環境づくりを求めています。

町として、美幌町特定事業主行動計画を

策定し、施策の取り組みが行われています

が、女性職員の活躍推進の具体的な取り組

みに絞って、町長の人事政策について議論

したいと考えます。

１点目として、女性職員の採用及び登用

の基本的考え方と数値目標、ここ１０年間

の女性職員の職種別採用及び管理職・係長

職等の登用状況についてお尋ねいたしま

す。

２点目として、女性職員の仕事人生をみ

ずから設定する、いわゆるキャリアデザイ

ン研修に対する基本的な考え方と取り組み

状況についてお尋ねします。

三つ目は、グループ制度の見直し。

導入後の評価と今後の見直しについてで

ございます。平成１８年４月から導入のグ

ループ制度は、１０年経過しましたが、導

入当初の目的と効果がどの程度達成された

のか、これまでの検証結果とグループ制度

の見直しの考え方についてお尋ねします。

以上です。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 上杉議

員の質問にお答えを申し上げます。

室内多目的運動施設整備について。

施設整備計画の取り組みについてであり

ますが、１点目の管内の既存施設の情報収
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集の状況及び事業化に向けた今後のスケジ

ュールなどについてでありますが、オホー

ツク管内において、大小あるかと思います

が、１８市町村のうち、多目的室内運動施

設は８市町村１２施設で、ゲートボール場

は、屋外も含め１６市町村４８施設がある

と把握しているところであり、現在、建設

費や参考図面など資料を集めているところ

であります。

事業化に向けたスケジュールについて

は、まだ具体的な事業着手の時期は決めて

おりませんが、今年度において整備計画を

まとめ、早期の事業化に向けて進めてまい

ります。候補地についても、整備計画の中

で、今後、検討してまいりたいと考えてお

ります。

次に、２点目の基金条例改正の考え方に

つきまして、基金の設置目的は、パークゴ

ルフ場及び室内ゲートボール場の整備であ

りますので、室内多目的運動施設の整備を

進めるには、新たな基金を設ける必要があ

ります。御指摘のとおり、網走川河畔公園

パークゴルフ場整備に係る事業完了後に、

平成２８年度の基金繰入額が確定いたしま

すので、平成２９年度予算に向けて、現行

の基金を廃止し、新たな目的に沿った基金

を設置いたしたく、基金条例の改正を御提

案させていただきたいと存じます。

次に、人事政策について。

女性職員採用と管理職等の登用について

でありますが、町では平成１７年度から美

幌町特定事業主行動計画を策定し、職員の

仕事と子育ての両立支援のため、各種の取

り組みを行ってきたところであります。

１点目の女性職員の採用及び登用の基本

的考え方と数値目標につきましては、女性

に限らず、職員採用に当たっては、能力や

適性に応じた職員採用を行っており、引き

続き本町の事務事業を執行していくために

ふさわしい職員採用を進めてまいります。

また、登用に当たっても、それぞれの職

務に応じた能力を有することが必要である

ことから、引き続きその任にふさわしい人

材の登用を進めていきたいと考えておりま

す。

なお、採用及び登用に係る数値目標につ

きましては、美幌町特定事業主行動計画に

おいて、管理職登用率を１５％とする目標

を定めておりますが、登用に当たっては、

その任にふさわしい人材の登用を進めると

ともに、採用に当たっても、有能な人材確

保に努めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。

２点目の、いわゆるキャリアデザイン研

修に対する基本的な考え方と、取り組み状

況につきましては、平成２７年８月に成立

した、女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律により、女性の働く場面にお

いて十分な力が発揮できる施策や制度につ

いて、事業主の積極的な取り組みが示され

たところでありますが、御質問のキャリア

デザイン研修についても、その一つである

と認識しており、職員みずからがキャリア

について考える場の提供や働き続ける上で

の転換期におけるキャリアデザインに対応

できる環境整備について検討を図るととも

に、行政が職員に求める役割や職員像につ

いて明確に示した上で、少子高齢化社会に

おける人材確保を図ってまいりたいと考え

ております。

次に、グループ制度の見直しについて。

導入後の評価と今後の見通しについてで

ありますが、グループ制は、地方交付税の

削減、国の市町村合併推進の状況下にあっ

て、行財政改革の推進が喫緊の課題となっ

ていた平成１８年度から、限られた人員で

町民のニーズに迅速に対応し、行政サービ

スを提供していくため、最少の経費で最大

の効果を上げる行政組織という、行政運営

の基本原則に基づき、効率的で柔軟な組織

体制を目指して導入したところでありま

す。

導入当初における目的及び効果について

は、なかなか本来のグループ制の優位性が
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発揮されていないところもありますが、導

入目的の効果があらわれる体制を引き続き

研究していきたいと考えております。

これまでのグループ制の検証結果として

は、部長職権限により、職員が担う担当事

務や職員の配置がえなどができるなど、機

動的で柔軟な組織となっていることから、

現在のところは、このメリットを高めなが

らグループ制を維持していく考えでありま

す。

今後におきましても、人口減少・少子高

齢化の進展にあって、限られた人員の中

で、時代のニーズに即時対応できる組織体

制づくりに努めてまいりたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたしたいと思

います。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 管内には屋内外ゲ

ートボール場、私は屋内しか調べていませ

んでしたので、その辺の数字のことはよろ

しいかと思いますが、いずれにしても１６

市町村合わせると、６０施設が整備されて

いるということです。

これらの管内の類似施設の調査というの

は、これから町が取り組む事業化には欠か

せないものですので、ぜひ十分な調査と、

それぞれの施設の課題について把握をして

ほしいと思います。

事業着手の時期は未定ということですけ

れども、先ほどの答弁で、今年度中に整備

計画をまとめるとのことでございます。

第６期総合計画が今年度からスタートい

たしました。私は速やかな取り組みの姿勢

を、先ほども申し上げましたように評価し

ております。この総合計画は、１１年間の

長期にわたる計画ですけれども、この事業

を具体的に推進するのは、この１１年を、

例えば、前期・中期・後期と分けたとした

ら、おおよそどのあたりを想定されて事業

推進をされるのか、その点についてお答え

いただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） いつの時点かとい

う明確なお答えはできないわけであります

けれども、前期・中期・後期という中で

も、なかなかちょっと難しいと思います。

後期に至らず、早い時期に整備をしたい

と、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 今年度中に整備計

画をまとめるということで、整備計画イコ

ール事業着手ということにはもちろんなら

ないことは十分承知しております。

その後の財源対策とか、いろいろなこと

が出てきますので、後期にあたらないとす

れば、前期か中期あたりには、具体的に議

会のほうに提案されるという押さえでよろ

しいでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） まず、整備計画を

つくらなければいけないということで、整

備計画とあわせて、財源の問題が出てくる

わけであります。

そういった意味から、もう一つ、肝心な

ことは、実は室内ゲートボール場は、私が

１９年に立起したときからのお約束ですの

で、この整理も一つしなければいけないと

の思いもあります。

これらを合わせながら、やはり考えてい

かなければいけないということであります

ので、今、時期はちょっと明確にはできま

せんけれども、いずれにしろ、決断したら

早目の着手、そして早目の完成を目指すべ

きだと、そのように思っております。

今お話ししたように、いろいろな要素が

ありますので、場所の問題を含めて、十分

検討をさせていただきたいと、そのように

思っております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 今の点について

は、後で関連して基金の関係でまた聞きた
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いと思いますけれども、次に、候補地とい

うのは極めて重要な要素だろうと思いま

す。

私自身も提案をする中で、どんなところ

があるのか頭の中で描きながら質問をして

いるのですけれども、特に施設の管理運営

を効率的にする点だとか、もう一つは、利

用者の利便性。この辺を十分考慮する必要

があるのではないかと思います。

高齢化が進んでいく中で、さらにこうい

う多目的の施設ですから、高校生以下の小

学生も含めた多くの町民が利用するという

ことを想定した場合、できるだけ市街地に

近くて、交通の便、あるいはの駐車場の確

保というようなことが重要と考えますけれ

ども、そういった意味では、スポーツセン

ター周辺というのは、どうやって用地を確

保するかということはありますが、管理の

上では非常にやりやすい、適地の一つでは

ないかと思います。ただ、ちょっと高齢者

にとっては、坂道を上がっていくとか、そ

ういった意味での負担もあるというように

私自身思っているのですが、候補地の選考

に当たって、町として特に考慮するような

ことについての考え方があれば、お聞かせ

いただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今議員がおっしゃ

るように、やはり利便性だとか駐車場の問

題だとか、いろいろと総合的にどこがいい

かということになると思いますが、いずれ

にしろ、コストを考えると、やはり町が持

っている町有地の空いているところを含め

て、考えなければいけないと思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） これは、もちろん

この事業化にあたっての整備計画をまとめ

る段階で、町もいろいろとこれから検討さ

れていくことだろうと思いますので、先ほ

ど言った考慮すべき点については、やはり

多くの町民の皆さんの声をしっかり聞いた

中から適地を絞り込んでいくというような

ことが必要でないかと思います。

次に、パークゴルフ場と室内ゲートボー

ル場の整備基金の残高は、ことし配付され

た予算で見ますと、１億１,２７７万５,０

００円というのが、現在の基金残高でござ

います。本年度の河川敷のパークゴルフ場

整備予算の計上の見直しをされるというこ

とが、先般の３月議会の中でお話されてい

ましたので、余剰額も当然出てくると思い

ますが、先ほどのお話で言うと、この基金

の金額が確定する時期というのが、２８年

度、今のパークゴルフ場の整備が終わった

時点で、基金が確定すると思いますので、

新たな基金条例の制定の時期というのは、

来年３月の予算議会あたりに、そういう条

例の制定を今、考えられているのか。

当然、先ほど町長の答弁の中にありまし

た、町長のいわゆるマニフェストにあった

室内ゲートボール場の町民との約束。これ

との整合性だとか、整理ということなども

出てきますけれども、私の言う、来年の３

月議会に新たな基金条例の提案をされると

いうように判断していいのか、それとも２

９年４月以降の適切な時期なのか。その辺

の考え方がもしあればお示しいただきたい

と思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 現施設のパークゴ

ルフ場の整備時期にもよると思いますけれ

ども、いずれにしろ、今年度中に整備を終

わらすという目標がありますので、そうす

ると、当然、１億９,０００万円ほどのう

ち、８,０００万円程度を使わせていただく

ということなので、残余金が出るというよ

うなことであります。

一方、先ほども少しお話しましたよう

に、私は１９年から室内ゲートボール場の

整備をしますということで、これは単独施

設でイメージしていたところでありますの

で、多目的に利用するということになる
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と、やはり、そういった町民の皆さんの要

望に応えるという形で、私はずっと入れて

きたものですから、そういった意味でその

整理もしなければいけないということであ

ります。かつ、先ほど言いましたように、

今年度中にできれば事業整備計画をまとめ

たいというような思いがありますので、

今、何月というようなことをちょっとお話

できませんけれども、目標としてはそうい

うところにおいていいのではないかと思っ

ております。

私のマニフェストのお話も、早い時期に

やはり整理をしっかりしなければいけない

と思っておりますので、曖昧な答弁になり

ますけれども、そういった御理解でお願い

をしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 今、町長が言うよ

うに、町長は室内専用のゲートボール場と

いうことを町民の皆さんにお約束したとい

うことで、そこは町長の責任で、しっかり

町民の皆さんに説明責任を果たしていく中

で、今、私の提案しているようなことにつ

いて、前向きに捉えているということです

から、いずれにしても今の町長の答弁にも

ありましたが、今年度の河畔公園のパーク

ゴルフ場の整備が確定した段階で、前の説

明だと１億３,０００万円を超える余剰金

が、恐らく出てくるのではないかというよ

うに想定されます。それらを原資にしなが

ら、今後、提案しているような室内の多目

的運動施設について、町民の皆さんにしっ

かりと意見を聞きながら取り組んでもらい

たいと思います。

先ほど申しましたが、私も数カ所を見て

まいりましたけれども、やはり施設の構造

だとか工法によって、当然事業費も変わっ

てまいります。あるいは、利用料金をどう

していったらいいのかだとか、こういった

ようなことが、多くの町民の方が利用する

施設になるかと思いますので、今後ぜひ、

町民団体等の要望をしっかり聞いていただ

いた中で、早い時期に事業計画が議会に示

されることを期待して、この１番について

は終わりたいと思います。

次に、女性職員の採用と管理職の登用に

ついてでございますけれども、女性職員の

採用に当たっては、能力や適性に応じて実

施しているとの答弁でした。

この１０年間の採用状況について、それ

ぞれ配付していただいた資料によると、こ

の１０年間のいわゆる事務職で言えば、採

用５７名中、女性１５名ということで、２

６.３％となっております。この比率が、全

道だとか管内と比べて、高いのか低いのか

ということは、私は十分承知はしておりま

せん。

それで、当然、町村職員の採用について

は、町村会の統一試験を受けて、合格され

た中から採用するということですので、採

用試験を受けている、いわゆる男女の比率

だとか、あるいはその結果の男女の合格者

数によっても、当然のこと、影響を受ける

と思いますが、現状、この１０年間で２６.

３％の女性職員を採用しているというの

は、美幌町として、高いのか低いのかとい

う、その辺について、同じように調べてい

ないとわからないと思うのですけれども、

どのような認識を持たれているのか、お答

えいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務主幹。

○総務主幹（石澤 憲君） 私どもも、市

町村の男女比の状況というのは調べており

ませんので、比率としては、承知しており

ません。ただ、一つの資料といたしまして

は、平成２７年度、昨年ですが、町村会の

統一試験の採用結果を見てみますと、大

卒・高卒含めた一次の合格者が８７名でご

ざいまして、そのうち女性が１７名という

ことで、１９.５％が女性の合格ということ

で、昨年１年のデータで恐縮ですが、その

うち、今年度採用したのが、うちの採用は

２名でありますので、そういう意味からい
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ったら、率としては、採用しているのでは

ないかというように考えております。

ただ、答弁にもありましたように、能力

等を見きわめながらの、能力・適正に応じ

た採用をしておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私も、合格状況が

どうなっているのかということがわからな

くて、この２６.３％というのが、どう評価

していいのかが、ちょっとわからなかった

ものですから、今後、経年的にもしわかれ

ば、もしかするとこの比率が、結構管内的

には高い状況にあるのかもわかりませんけ

れども、一般的に男性・女性が半数ずつい

て、合格者も半数ずついるとすれば、２６.

３％というのは低いと思うのですけれど

も、今２７年度だけを聞くと、非常に女性

の合格者が少ないという中から、限られた

人材を採用するという意味で、私の感想で

すけれども、それなりの女性の比率になっ

ているのかなというようには思いました。

この登用に関しては、職務に応じた能力

を有することが必要というような先ほどの

答弁がありました。一般行政職の管理職、

いわゆる美幌町で言うと主幹職でございま

すけれども、２９名中、女性は２名。６.

９％です。いわゆる係長職・主査職は４６

名中、５名。１０.９％です。職員の男女比

率と比べて、私は管理職・主査職の登用が

少ないのではないのかとの印象を持ってお

ります。この辺は、先ほどありました女性

職員の採用に当たっては、職務に応じた能

力を有するということを視点にしながらと

いうことですけれども、女性職員は男性職

員に比べて、そういう十分な職務能力を有

していないということではないとは思うの

です。こういう男女登用のかなりの差が、

現実に美幌町で生まれているということ

で、現実に低い登用率の原因をどのように

町としては考えられているのか、お聞かせ

いただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 特に、他意はない

と思います。女性だから排除するだとか、

男性であるから排除しないで雇うとかとい

うことではないと思うのですけれども、た

だ、５０対５０がいいのかどうかというの

も、これはわかりませんけれども、ただ、

女性の全体の数が少ないというようなこと

もありますので、そういったことから、ち

ょっと判断としてはなかなか難しいところ

があると思います。

ただ、保育士あたりは、今、男性の保育

士も雇っておりますけれども、保育士で言

うと、９０％ぐらいが女性なのです。

ですから、男性を優位というか、優先的

にというつもりは全くありませんので、女

性がその能力を発揮していただくというこ

とであれば、登用は可能だと思っておりま

すので、決して他意はございません。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私が求めた資料が

出されましたので、当然、保育士とか看護

師、この部分はもちろん、今は男女とも、

それぞれの資格を持つことが法律的に許さ

れておりますけれども、現状ではやはり女

性が多い職場ですし、多くの町村がやはり

女性職員を中心に有資格者を採用している

ということですから、そこはちょっと除い

て、今回質問をしているのは、事務職に限

っての管理職あるいは主査職への登用の比

率というのは、先ほど言った、主幹職で６.

９％、主査職で１０.９％というのが、私は

男女比率で言えば、低いという認識を持っ

ていますけれども、事務職に限っては、い

かがでしょうか。町長どんな感想ですか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 比率で言うと、低

いと言えるのでしょうけれども、具体的な

内容で見ますと、先ほどから答弁している

ように、他意はありませんので、どんどん
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登用する条件としては整っているとは思い

ます。特に他意はございません。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 資料の中で、

平成２８年の一般行政職が総勢で１５３

名、うち女性職員が３０名ということにな

っております。

それぞれ、主幹・主査職の人数が載って

おりますけれども、一つは、年齢構成・在

職年数の違いが大きくあろうかと思ってお

ります。そういったことを含めて考えます

と、先ほど町長が答弁申し上げていますと

おり、他意は全然ございませんけれども、

そういう在職年数・経験年数を含めて、こ

ういった数字になっていることも要因とし

てあるのだろうと考えているところでござ

います。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 町が定めました特

定事業主行動計画の中では、平成３１年度

までに女性職員の管理職登用率を１５％と

する数値目標を定めております。

これを現在の職員数に当てはめていく

と、現在２名主幹職がいらっしゃいますけ

れども、数値目標で倍増の４名にしなけれ

ばならない計画なのです。

私は、いわゆる管理職登用だけではな

く、この行動計画自体は比較的どこの市町

村でも管理職の登用の数値目標を定める所

が多いと思うのですけれども、私は、この

管理職だけではなくて、女性職員の活躍す

る場をもっと広げていくと、いわゆる先ほ

ども言っていたキャリアアップをするため

には、主査職――当然、一般職から急に主

幹になるということは、あり得ないことで

はないですが、通常考えにくいので、それ

を考えていくと、主査職の登用率というの

も、あわせて数値目標に定めていかなけれ

ば、女性の登用というのは、実行性が乏し

いというように考えます。

３１年までに１５％と定めたという意味

で言えば、今後、やめていく女性の管理

職、あるいはもちろん女性ですから、定年

だけではなくて、結婚・出産等で途中退職

するとか、そういういろいろな状況があっ

て、先ほど言った年齢構成のバランスと

か、いろいろなことがあると思いますけれ

ども、やはりそういったことを加味しなが

らも、登用率について管理職だけではなく

て、今後、主査職についてもそういう数値

目標を定めることによって、女性の登用の

機会というのが広がっていくのではないの

かと、私は考えますがいかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 女性職員が職

場で働き続ける、そしてまた、意欲を持っ

て働き続けていただくということについて

は、同じく管理職の登用の目標率を３１年

度末までに１５％ということで、特定事業

主行動計画の中で定めをさせていただきま

した。

同じように、主査職についても、一定程

度の目標を持った中で、その目標どおりに

いくかどうかは別として、定めを置くこと

も必要であろうかと思いますので、安全衛

生委員会で協議をさせていただいている計

画でございますので、委員会のほうで再

度、そういった部分の目標設定が必要かど

うか、検討をさせていただきたいと思いま

す。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私は、管理職のこ

とだけではなくて、やはり女性が生きがい

を持ってずっと働き続けるという意味で言

えば、その前段である主査職の登用に、も

う少し女性を積極的に登用していくとい

う、そういう前向きな姿勢が必要かと思い

ますので、今、労働安全衛生委員会の中で

検討していくということですので、今後そ

の辺の検討状況については、検証させてい

ただきたいと思います。

それで、それに関連してまいりますけれ
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ども、いわゆるキャリアデザイン研修を進

めるということで、この中でも書かれてい

ますけれども、町は具体的にキャリアデザ

イン研修というのを、いつから具体化をな

されるのか、その辺の計画の状況などがあ

れば、お聞かせいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 具体的に、本

年度からとかという具体的な経過は、今は

持ち合わせておりません。ただ、女性職員

に関して言えば、それぞれ働き続ける中

で、結婚・出産・子育てと、いろいろな転

機が出てくるのだろうと思います。そうい

った中で、自分が働き続ける中で、そうい

った設計をどうしていくかということの提

供、あるいはそういう考える機会を与えて

いく必要性はあるのだろうと思っておりま

すので、その辺、どういう取り組みをして

いくのが一番ふさわしいかを含めて検討さ

せていただきながら、早い時期で、そうい

う考える場の提供等を含めた研修を実施し

ていきたいと考えております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） まだ決まっていな

いということですが、ここで責めてもやむ

を得ないと思いますけれども、それ以外に

町でいろいろな研修を行っております。女

性職員のいわゆる派遣研修、私は明らかに

少ないのだと思うのです。

この辺もやはり女性のキャリアアップの

ために、そういう研修の機会が男性から比

べると少ないということも原因かと思いま

すけれども、ここ５年ほどの女性職員の派

遣研修の参加状況について、お聞かせいた

だきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務主幹。

○総務主幹（石澤 憲君） 今、派遣研修

を実施しておりますのが、自治大学校・町

村会の研修・市町村職員研修センター・市

町村アカデミー活性化センター・税務研修

等がございます。その中で、自治大学校に

ついては、２５年から今年度の予定までで

は、二部が主査職、三部が管理職と、いず

れも毎年度派遣しておりますが、男性のみ

となっております。町村会の研修につきま

しては、新規採用者１年目、初級者研修２

年目、中級者研修４年目ということで、こ

れにつきましては、採用後の職員をそれぞ

れ年数に応じて派遣しておりますので、採

用したとおりの人数を派遣しているような

ことでございます。

また、研修場所は北海道庁なりますが、

市町村職員研修センターにおきましては、

指導能力研修、あるいは政策研修につきま

しては、この４年間で４５名派遣をしてお

りますが、女性はそのうち１３名というこ

とで、男性の半分以下の数字となっており

ます。

税務研修につきましても、この４年間、

２７名中、女性が３名ということで、議員

言われるように、女性の派遣は少ないかと

思っております。

ただ、男女の職員数がありますので、こ

れをもって多い少ないということは言えな

いかと思います。

あと、職員の総合派遣につきましては、

道庁に男性となっております。オホーツク

振興局につきましては、２５年女性、２６

年・２７年男性ということで、こちらにつ

きましては、女性の派遣もしております。

いずれにいたしましても、町長が先ほど

申し上げましたとおり、女性だから男性だ

からということではなく、派遣も実施をし

ておりますし、今後とも、その職にあった

研修に、積極的に派遣してまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 多いか少ないかと

いうのは、いろいろと評価があると思いま

すが、私はもう少し女性のキャリアデザイ

ンを考えた場合に、計画的に女性職員をも
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っと研修に出してキャリアアップさせてい

くという意識が働かなければ、キャリアデ

ザイン研修もまだ決まっていないという中

で、果たして３１年度に、この１５％を簡

単にできると言えば、それは町長の権限で

できることですから、登用はできますけれ

ども、その間にやはりいろいろなキャリア

アップをしていくための段取りというのを

積み重ねていきながら、女性をそういうポ

ジションにつけて活躍してもらうというこ

とが必要かと思います。ぜひ今後も女性の

派遣研修に積極的に取り組んでいただきた

いと思います。

それで、女性職員を現在配置していない

――私も実は大昔に人事厚生係長をやっ

て、研修も担当いたしましたので、その当

時と比べて若干違いはありますけれども、

やはり、まだ女性の職員を全く配置してな

い部署、あるいは配置が少ない部署という

ことで、そういったばらつきが相当あるの

ではないかと思います。

こういったところも、やはり配置する部

署を広げていくことによって、業務経験を

重ねていくということで、近い将来活躍で

きる能力を高めていくということにつなが

っていくのだろうと思いますが、その辺に

ついて町長、配置をもっともっと広げてい

くというような考え方についてはいかがで

しょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 配置については、

特に何も拒むものもありません。決して拒

んでいるわけではありませんので、能力に

応じて、資質に応じて配置しているという

状況であります。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 拒むというか、こ

れは人事権ですから、希望していけるわけ

ではありませんので、もう時間が余りない

ので申し上げませんけれども、いただいた

この女性職員の配置状況をちょっと見てみ

ると、全く配置されない部署もあるので

す。いろいろな事情があるかと思います。

ですから、この辺も女性だからこの部に

は向かないとか、そういう固定観念はない

と思うのですけれども、やはり女性の能力

をもっともっと広めていくという意味で言

えば、本当に少ない配置の部、あるいは全

く配置されていないところもありますの

で、その辺は今後幅広く女性の人材を登用

していくということに意を注いでいただい

て、先ほど言ったキャリアデザインの研修

なども、早期に検討していただいて、具体

的に実施をしていくというようなことを強

く求めたいと思います。いかがでしょう

か。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） キャリアアップの

部分についても、これは１回目に答弁させ

ていただいていますけれども、当然やらな

ければいけないという思いであります。

あと、今、女性職員を配置していない部

局があるというようなことでありますけれ

ども、全体の数が少ないということもあっ

て、そういったことが、そういうところに

も影響しているのだろうという思いでおり

ますので、女性の方はぜひともトライをし

ていただきたいと。

そして、研修も私が思うには、美幌は結

構充実しているのだろうと思っておりま

す。それで、自己研さん研修も見ています

し、これはフリープランで自分みずから、

いろいろと提案型で研修に出られるという

ようなことも含めて、やっていると思いま

す。いずれにしろ冒頭申し上げましたよう

に、女性だから男性だからという区分は、

私は全く考えておりませんので、その辺の

御理解だけは、よろしくお願いしたいと思

います。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私はそんなにとい

うか、そういう質問をするとすごく語弊を
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招くようなことになるかと思いますが、男

女の能力差というのは、ほとんどないと思

うのです。

ですから、いろいろな部署に配置して活

躍させることによって、男性と対等な能力

を持った人が、まだまだ埋もれているので

はないかと、そういう人たちをぜひ人事の

登用の中でも育てていただいて、活躍して

いただきたいということで、この質問を終

わりたいと思います。

次に、グループ制度の見直しでございま

すけれども、グループ制は先ほどの答弁に

もありましたように、いろいろな時代背景

の中で、行政が大変な中で効率化を求めら

れて、グループ制があるから、ないからに

かかわらず、どこの自治体も職員の効率的

な配置ということで取り組んできました。

美幌町は限られた職員の中で、効率的で

柔軟な仕事を進めるためにということで導

入されましたが、私は率直に言って、効果

が十分でないのではないかと認識をしてお

ります。

答弁の中にありました、部長職権限によ

る担当事務や職員の配置がえというは、こ

の１０年間の間にどの程度実績があったの

でしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務主幹。

○総務主幹（石澤 憲君） 職務のそれぞ

れの事務分掌の担当がえは別といたしまし

て、例えば、民生部で障害者自立支援法が

できたときには、民生担当から障がい福祉

担当へ、あるいは環境生活グループの担当

職員を保健福祉グループへ異動をさせた経

過がございます。それから、医療給付担当

を高齢者福祉担当へというようなことで、

部長権限で担当がえをしております。ま

た、平成２０年度の実績でございますが、

保健師を高齢者福祉・障がい福祉へ分散し

て配置をしたというようなことをしており

ます。それ以降につきましては、機動的な

事務分掌がえはしておりますが、異動とい

う形では、最近では実施をしていない状況

でございます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 今、答弁をいただ

いたのは、私が民生部時代に、このグルー

プ制を活用して、いろいろな課題を抱えて

いる中でやった事例だと思うのですけれど

も、言ってみれば、そうしたらこれ以外に

ほかの部では、このグループ制のいい点を

使って、柔軟な仕事を進めるというような

ことは、取り組まれていないということだ

と思うのです。

先ほどの答弁では、グループ制の優位性

が発揮されていないところもあるという答

弁なのですけれども、私は全く発揮されて

いないとは言いませんけれども、優位性は

十分でないのではないかと思っています。

そして、１０年間たってみて、やはり本

当にこのグループ制が大きな効果を与える

結果となったのか。そして、グループ制を

しかなくても、先ほど言ったように、行革

で、どこの自治体も課係制であっても、職

員数の削減だとか、そういったことは、組

織機構が課係制だったからできなかったと

か、グループ制だったから進んだというこ

とではなくて、必要に迫られてやはり効率

的な職員配置ということでやってきており

ますから、私は今の答弁では、果たして目

的効果というのが十分でないのではないか

と思っています。町長はその辺、この答弁

と変わりないのでしょうか。

私は率直に職員であった経験も含めて、

今そういうように疑問視しながら、質問し

ているのですけれども。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 部長権限において

の異動だとかについては、主幹が答弁した

とおりだと思います。

そのほかに、やはりグループ制の中で、

このグループ制自体を導入した時には、班

間をなるべくフラットな状態にしようとい

うことで、向かい合って座っていて、上杉
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議員が毎日夜１２時に帰るのに、私が５時

に帰るというような状況をなくしましょう

と。それと、住民の皆さんの要望だとかニ

ーズだとか、どんどん多様化していく中

で、かつ、一方では職員をなかなかふやせ

ないという状況の中で、グループ制という

制度を導入してきたということでありま

す。

それで、私は、午前中の大江議員にもち

ょっとお答えしましたけれども、この考え

方自体は、時代にも合っているし、我が職

場にも合っているのだろうと思っておりま

す。考え方自体は。

ただ、運用がまだなかなかうまくいって

いないというようなことで、上杉議員がお

っしゃるように、効果がどうなのかという

ようなことに至っているのだろうと思いま

す。

いずれにしろ、私は考え方・目的につい

ては、合致しているのだろうと思いますの

で、引き続き、これを高めていくような取

り組みをしっかりとしていかなければいけ

ないと、そのように考えているところでご

ざいます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 事務分掌規定によ

ると、主幹というのはグループ内の主幹に

配分された事務を統括し、所属する職員を

指揮・監督すると定めているのです。

これは、グループ制をしく前とこの辺が

少し違うところなのです。

ところが、今もそうだと思うのですけれ

ども、実際に人事異動の事務分掌をやった

ときに、このとおり人事異動というのはし

ておりますか。主幹の権限で、仕事の配置

を主幹がしっかりやっていますか。

そのことをちょっと端的にお答えくださ

い。

○議長（大原 昇君） 副町長。

○副町長（平井雄二君） 定期的に異動等

があるわけでありますけれども、その中に

おいては、当然グループの事務分掌という

のはあるわけであります。

その中で、グループ制の中でいろいろと

担当を、本来担当は分けないのですけれど

も、担当職を決める中では、主幹がリーダ

ーとなって、それぞれの職員に、その時々

の事情といいますか、環境に応じて、事務

分掌をするというようなことは、現実、グ

ループ制をしいたとき以降もやっておりま

す。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私は、実態はそう

ではないのではないかと思います。

実際の事務は、主幹職が配分しているの

ではなくて、異動をした職員が、何々担当

と、既に辞令の中で括弧書きされているの

ではないですか。

ですから、このグループ制をつくったこ

とによって、主幹職のいわゆる組織管理だ

とか、指揮・命令関係がうまくいくという

理想でつくったのですけれども、現実的に

は、やはりそうなっていないし、職員の意

識も、実は大きく変わっていないのではな

いのかということで、実は道内でも、この

グループ制を評価してやめた市町村もあり

ます。

そういった意味では、もう一つは、私が

議員になってからもよく聞くのですけれど

も、役場の部署に行くと非常にわかりづら

いと。やはり、課係というのは非常に明確

なのです。何々課の何々係ということで、

そういった意味で、ぜひ、私のほうから提

案なのですけれども、職員の評価というの

を、一度、グループ制について、町長以

下、幹部職員だけが評価をするのではなく

て、職員がどう考えているのか、あるいは

町民の目線から見て、このグループ制とい

うのが本当に評価されているのかという点

について、検証すべきではないのかと思い

ますけれども、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 副町長。
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○副町長（平井雄二君） 今、上杉議員の

御質問の中で、少し誤解をされている部分

もあろうかと思います。

それは何かと言いますと、辞令の中では

担当名が明記されていると。それは事実で

あります。本来、この担当名というのは、

グループ制では要らないと私は思っており

ます。ただし、そうなりますと、実際に自

分が何をやるかというのが、なかなか見え

ないということで、事務処理上と言います

か、そういった面でつけているところであ

りまして、例えば、財務担当と辞令を出し

ても、実際には財務担当ではなくて、別の

グループ内の事務処理を行っているという

職員もおります。そこは、グループ内で事

務分掌を決めて、それにこだわらず事務分

担をして、また、異動の際には、当然その

グループ内の職員も変わってくる。あるい

は仕事の中身も、その年度で変わってくる

というようなことで、そこもまた見直しな

がら、グループ内で分担をし合っていると

いうことは、主幹が中心となって、それを

グループ内で話し合ってやっているという

ことでありますので、必ずしも、辞令の中

にある担当に縛られてやっているという実

態ではございません。

もう一つ、名称がわかりにくいというこ

とでありますけれども、係の当時、あるい

は今の担当当時と比べても、担当名につい

ても、担当は前の係名とほとんど変わりま

せん。財務については、さっき言いました

けれども、財政係・財務係、今は、財務担

当ということで、最初のころは非常に長い

名前だとか、グループ名自体も長い名前と

いうことで、いろいろわかりにくいという

ことだったのですが、今はその名称もでき

るだけわかりやすいようにということで、

細分もしまして、以前の係名と余り変わら

ないような名前をつけているつもりでござ

います。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） この辺、評価の視

点が全く違うので、何とも言えないのです

けれども、端的に聞きます。

なぜ、この制度がいいのか悪いのかとい

う職員に対するアンケートを、実施しない

のか。理由というのはあるのでしょうか。

私は今提案したのです。職員の評価をし

っかりした上で、この制度の見直しをする

べきではないかという提案ですから、アン

ケートをする必要がないと考えているので

あれば、その理由をお聞かせください。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 平成１８年に

グループ制を導入いたしまして、平成１９

年に１回、職員のアンケートをとっており

ます。そのときに、いろいろな意見として

出されたものについては、一応、その対

応・問題点を検証しながら、解決を図って

きたところでございますけれども、その

後、そういうアンケートを実施していない

ということもございます。

それぞれ、職員も新規採用を繰り返して

きておりますので、そのグループ制の内

容、あるいは本来の趣旨を含めて、理解を

十分されていない職員もあろうかというよ

うに思います。

このグループ制の趣旨、それから、なぜ

グループ制を導入したのかを含めて、再度

職員にも説明しながら、グループ制のメリ

ットが最大限生かせるような形を進めてい

きたいと思いますし、その検証に関するア

ンケートについても、職員がどう考えてい

るのかは、参考になろうかと思いますの

で、実施が必要であれば実施もしたいと考

えております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） この辺、見解が違

います。いずれにしても、私はグループ制

が必ずしも大きな効果を上げているという

ような認識ではありませんので、再度、今

総務部長からあったように、職員の評価を
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しっかりした中で、なおかつ町民の皆さん

の声にも耳を傾けた中で、継続がいいの

か、見直しをするのか、その辺を再度、検

討を求めて終わりたいと思います。

○議長（大原 昇君） 時間ですので、も

し答弁できるものがあれば答弁してくださ

い。端的に。

ないですか。

これで、４番上杉晃央さんの一般質問を

終わります。

暫時休憩します。再開は１４時２５分と

いたします。

午後 ２時１５分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ２時２５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君） 〔登壇〕 私

は、２項目４点について質問をさせていた

だきます。

まず最初、教育行政の中学生の図書離れ

について質問をさせていただきます。

近年、子供たち、とりわけ中学生の図書

離れ・読書離れが深刻な問題となっていま

す。１カ月に１冊も本を読まないという子

が、実に半数以上いるのです。

昔から、学力や言語力の向上のために、

中学生の時の読書習慣が必要であると言わ

れています。中学生の読書離れが招くデメ

リットは、学力の低下はもちろん、理解力

の低下、さらには想像力の低下も考えられ

ます。

今年度から、図書館司書も増員され、学

校と連携強化が期待されるところですが、

中学生の図書離れに対応するための学校図

書の充実、図書館と学校を結ぶネットワー

クシステムの構築が必要と考えるところで

すが、今後の取り組みについての考え方を

お聞かせいただきたいです。

二つ目の不登校について。

不登校の児童・生徒が平成２５年度から

全国的に増加しています。学校現場におい

ても、さまざまな手だてを講じてもなかな

か好転しないケースがふえているのが現実

です。

教育相談や生活指導にも取り組まれてい

ますが、不登校は、児童・生徒の心の苦し

さの表出であり、その原因となっているも

のは多様です。

共通していることは、何らかのストレス

が知らず知らずのうちに蓄積され、みずか

らの力では消化できなくなっていると考え

られます。

子供の人生にとってマイナスが大き過ぎ

るし、家庭・学校にとっても大損失であり

ます。どんな理由があっても、不登校や登

校渋りの子供を出さない経営力が必要で

す。

今後の取り組みとしての考え方があれ

ば、お聞かせいただきたい。

三つ目の学習支援事業について。

家庭の経済的困窮から最低限の生活や勉

強がままならなくなる子供の貧困は、２０

１２年の国の調査では、過去最悪の１６.

３％を記録していますが、道内の子供の貧

困率は全国ワースト５の１９.７％となって

います。

貧困の責任は子供にあるわけではなく、

生活も勉強も普通の子供と同じスタートラ

インに立つための支援が必要です。

日本は６人に１人の子供が貧困状態の中

で暮らしており、道内の場合は５人に１人

という、さらに厳しい状況にあります。

自治体による学習支援事業は、昨年４月

に施行された生活困窮者自立支援法に基づ

き、経済的に苦しい家庭の子供のために、

児童館などの既存施設に学びの場を設け、

元教師や大学生らが無料で勉強を教えるも

ので、支援を受けられるものは、生活保護

や児童扶養手当、給食費などを賄う就学援

助を受けている世帯などの子供、高校中退

者を対象に入れる自治体もありますが、学
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習支援が行き渡っていないのが現実です。

美幌の状況と今後の取り組みについて、

考え方を聞かせいただきたいです。

それから、新電力の導入について。

公共施設の新電力の導入についてお伺い

いたします。

電気料金が高どまりする中で、北海道電

力から新電力に購入先を切りかえているの

は、３５市のうち、半数を超える１９市、

町村では約３割の４８町村にとどまってい

ますが、新電力の営業展開が地方にまで広

がっていないことが背景にあります。

規模の大きい市で切りかえが進んでいる

のは、大量の電気を消費する大規模な施設

を多く抱え、安い電気を買うことによる経

費節減効果が大きいことが一因と見られま

す。

道内は太陽光や風力、バイオマスなど再

生可能エネルギーが豊富で、自治体が新電

力を通じて、率先して、そうした電気を活

用することにより、再生エネルギーの普及

を後押しすることにもつながると考えてい

ますが、公共施設への新電力の導入を含む

美幌町の今後の取り組みについて考え方を

お聞かせいただきたいと思います。

以上、第１回目の質問を終わります。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 坂田議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。

教育行政については、後ほど教育委員会

から答弁をさせていただきたいと思いま

す。

新電力の導入について。

公共施設の新電力の導入についてであり

ますが、平成２８年４月１日以降は、電力

の小売が全面的に自由化され、既存の電力

会社だけではなく、業種を問わず、さまざ

まな事業者から電力を購入できるようにな

りました。

ことし３月の新聞報道によりますと、道

内１７９市町村を対象に行われた電気の購

入先に関するアンケートでは、既に６７市

町村が一部施設の電気の購入先を北海道電

力から新電力に切りかえており、本町を含

め、今後切りかえを検討していると回答し

た７３市町村を加えると、１４０市町村が

導入・検討に入っているという結果になっ

ておりました。

しかし、一方では、新電力５位の供給シ

ェアを持つ日本ロジテック協同組合が破綻

に追い込まれ、企業や自治体に多くの影響

を与えていることから、電力供給事業者の

選定に当たっては、料金体系だけで判断す

るのではなく、災害発生時における優先的

な復旧対応などの電力供給体制を見きわ

め、慎重に検討する必要があると考えてお

ります。

御質問の、公共施設への新電力の導入を

含む美幌町としての今後の取り組みについ

ての考え方でありますが、電力の調達に当

たっては、安定供給が最優先であり、あわ

せてコストの削減、環境負荷の削減を含め

て検討していくことが必要と考えておりま

す。

本町も太陽光や風力、バイオマスなど再

生可能エネルギーが豊富にあることから、

この恵まれた環境を生かしながら、同時

に、少しでも電気料金の削減が図られるよ

う、電力の購入先の調査研究を行ってまい

ります。

以上、御答弁をさせていただきました。

よろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 〔登壇〕 坂田

議員の御質問に答弁させていただきます。

初めに、中学生の図書離れについてであ

りますが、平成２７年度全国学力・学習状

況調査における１日当たりの読書時間の調

査結果では、３０分以上との回答では、美

幌町の小学６年生で３２.７％、中学３年生

で３０.０％となっており、全国平均との比

較では、小学６年生で５ポイント、中学３

年生で０.６ポイント下回っているという結
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果が出ております。

また、平成２７年２月に教育委員会が実

施いたしました、町内の小中学生を対象と

した読書アンケートの結果では、１カ月に

読んだ本が０冊と答えた児童・生徒は、中

学生で４０％と、中学生の読書離れが顕著

にあらわれた結果が出ていると認識してお

ります。

特に、インターネット、スマートフォン

などの情報メディアの発展・普及は、子供

たちを取り巻く生活環境にも大きく影響

し、子供の読書離れが一層加速しておりま

す。

学校における子供の読書活動の推進につ

いては、朝の読書や調べ学習など、教育活

動を通した読書への取り組みのほか、学校

図書検索の電子化やイベントの実施など、

本に親しみ、活用する取り組みが進められ

ておりますが、今後も子供の発達段階に応

じた読書活動の推進と学校図書の充実に取

り組んでまいりたいと考えているところで

あります。

教育委員会といたしましては、町の図書

館との連携を図りながら、読書の大切さを

伝え、読書習慣の確立のため、良書の紹介

や読書に親しむ機会を充実するなど、なお

一層読書活動の推進につながる取り組みを

行ってまいります。

次に、不登校についてでありますが、美

幌町における不登校児童・生徒の状況につ

きましては、３０日以上の欠席児童生徒数

は、平成２７年度の数値では、小学校で８

人、約１２３人に１人。中学校で２０人、

約２６人に１人。合計では、２８人で約５

３人に１人となっており、平成２６年度よ

り６名減少しております。

長期欠席者には、その子の生育歴、家庭

環境、友人関係や学習不安などの社会状

況、学校生活などさまざまな問題が複合し

て起こる実態にあります。

学校においては、不登校や問題行動の早

期発見・早期対応に努め、不登校生徒への

きめ細やかな指導・援助を行うとともに、

生徒の情報交換の緊密化及び家庭との連携

強化を図っているところであります。

教育委員会といたしましては、教育相談

室に２名の専門的な知識を持った相談員を

配置し、いじめや学業不振、学校の集団生

活になじめず不登校になっている児童生徒

に対して、学校・家庭との連携をとりなが

ら、学校訪問や家庭訪問などでの相談や支

援業務、サテライト授業による学習支援な

どを通して、学校復帰を目指すとともに、

問題解決に取り組んでいるところでありま

す。

今後とも、このような活動を行いなが

ら、不登校児童・生徒に対する支援体制の

強化を図るとともに、教育関係者はもとよ

り、関係機関・団体並びに家庭や地域との

連携・協力のもとに、不登校を根絶すべ

く、取り組みを進めてまいります。

次に、学習支援事業についてであります

が、平成２７年４月１日に施行された生活

困窮者自立支援法に基づき、都道府県にお

ける包括的な相談支援事業として、実施主

体の北海道では、生活困窮世帯等学習支援

事業に取り組んでおります。

この事業は、生活保護世帯や生活困窮世

帯の子供たちが健やかに育成される環境を

整備するため、学習支援や子供への居場所

の提供などの取り組みを推進することを目

的としており、本町の場合もオホーツク総

合振興局が担当窓口となり、昨年度は２７

名の児童・生徒が利用した実績が報道され

たところであります。

お尋ねの、美幌の状況と今後の取り組み

についての考え方でありますが、昨年度の

美幌町内における利用者は４名であり、自

宅を訪問する訪問型支援や、町民会館を利

用した拠点型支援により、学習支援が行わ

れており、これらの事業は、北海道の取り

組みとして進められております。

教育委員会といたしましては、本事業の

円滑な実施に向け、各小中学校へ周知する
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とともに、あわせて長期休業中における学

習サポート事業や退職教員などを活用した

放課後における学習サポート事業などの活

用により、学習支援に引き続き取り組んで

まいりたいと考えております。

以上、答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 中学生の図書離

れについて、再度質問させていただきま

す。

御答弁いただきましたように、図書離れ

による要因としては、幾つか上げられてお

りますが、学校図書館については、現在、

古くて長い間読まれていない本が多い、す

き間なく本が入れられていて本が取りづら

い、本の分類・掲示が不十分、読みたい図

書がない、調べ物をするにも参考となる図

書がないなどが原因でないかと考えられて

おりますが、その点についてはいかがでし

ょうか。

一つには、調べ学習に使う本の整備によ

って、読書活動の充実に加え、各教科領域

などでも、学校図書館が利用できるような

環境の充実を図ることも大事ではないかと

考えているところです。

学校図書館の蔵書も必要ですが、公共図

書館には、蔵書、相当数の図書があると伺

っておりますので、学校と結ぶネットワー

クシステムを構築することで、公共図書館

と学校図書館が、必要な本をお互いに貸し

借りができるようにすることによって、授

業の中でも学校図書館を活用できるのでは

ないかと考えておりますが、その点につい

ては、お考えがありましたらお聞かせいた

だきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 児童・生徒の図

書離れという部分について、今、本当に原

因となる要素をお話いただきました。全

て、その通りという状況では、今はちょっ

となくなってきていると思っています。

もともとは、今おっしゃられたような理

由で、図書が言われたような状況であった

ことは事実であります。今、学校にはそれ

ぞれ図書教諭というか、司書教諭という

か、そういう学校の図書館を整備、きちん

と管理する教員をお願いしていますし、何

よりも美幌図書館の職員が学校に出向い

て、そういう整理をしております。

その中で、例えば、本の部分について

は、今どういう本があるかは、やはりきち

んと管理がされていないので、それを今、

電算化を図っております。電算化を図るこ

とによって、きちんと管理体制ができると

いうようなことがあるので、そういう意味

では今本当に各教科の調べ学習などをする

ときに、本来であれば学校にそういうもの

がきちんと整備されている部分とされてい

ないものがあるのでしょうけれども、それ

をきちんと借りられる環境に、今は一歩一

歩している状況ではあります。

その中で、御提案の学校と図書館のネッ

トワークというのは、要はどういう本があ

るかという部分でいけば、ちょっと今はそ

こまでは進んでおりません。

第一段階としては、まず学校の図書につ

いてきちんと検索できる電算化というより

も、パソコンで全部検索できる整理をしま

しょうと。

次の段階で、では学校にない本を図書館

との連携でやりとりできるかということの

構築をしていかなくてはいけないのかとい

うことは、今、提案されておりますけれど

も、これは、いずれかの時点でやっていき

たいと。今、本当に必要とする本があれ

ば、図書館に言っていただければ、司書が

それを用意したりはしています。ですか

ら、図書館の職員が、今回１名増員をして

いただいたということは、その奥底の部分

で、学校図書館の充実をするためにかかわ

り方を今以上にして、少しでも読書離れを

食いとめたいという一つの方策ということ
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での、今回の事業を認めていただいたとい

うことでもあります。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 教育長からお話

しがあったとおり、今回の美幌広報に大き

く図書について載っておりましたので、私

があえて質問するものではないのかなとは

思ったのですが、今回せっかく図書館司書

が１名増員されて、おまけに中学生の図書

離れがこれほど進んでいるということが現

実にあるという意味では、やはり、増員さ

れた図書館司書の、アイデアなり働きかけ

をもっと密にすることによって、それは可

能ではないのかと思ったものですから、今

回あえて質問させていただきました。

それにあわせて、今、子供たちが生き生

きした学校生活を送れるようにするため

に、また、子供のストレスの高まりや生徒

指導上の諸問題への対応の観点からも、学

校の図書館を心の居場所となるような場所

として整備することも、一つの方法ではな

いかと考えているところです。

特に最近では、文部科学省と厚生労働省

の連携によって総合的な、小学生対象の放

課後対策ということで、放課後子どもプラ

ンが実施されておりまして、学校の余裕教

室や学校敷地内の専用施設にも、放課後児

童クラブ等が開設したり、実施されている

ケースもふえておりますし、その中で、図

書館の利用ということも検討されているよ

うに聞いております。

また、過疎地域におけるスクールバス通

学の児童生徒の場合は、放課後バスが出発

するまでの時間は、校内のどこかで過ごす

必要があると思いますが、このような児童

のためにも、学校図書館を開放して、居場

所を提供して図書に触れる機会をつくるこ

とも重要なことではないかと考えるところ

でございますが、その点についてはいかが

お考えでしょうか。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、坂田議員の

ほうからいろいろなことを言っていただき

ました。

実は、私もいろいろと考えている部分

で、何点かそのとおりだとうなずけるもの

もありました。

例えば、放課後の部分であれば、教育委

員会と例えば民生サイドで上の流れからい

くと、ちょっと分かれていたり、でもそれ

は本来、子供ということに注目すれば同じ

だということで、この辺の施設内の解決。

それから、本当にバスの出発まで、自由に

入れるような場所に図書室がつくられてい

るかどうかということも考えたときに、例

えば、子供が好きなところに行って、施設

内がどうなるとか、いろいろな問題もある

のだけれども、本質の、今言っていただい

たことというのは、やはり子供ということ

を考えれば、一つでも何か前に向いて実現

しなければならないのかという思いではあ

ります。

ですから、今、いろいろ言っていただい

たことが、一つでも実施できて、そのこと

で子供が本当に図書離れから少しは本を読

むようになっていただくとか、それから心

の居場所というように今言いましたけれど

も、子供のストレスとかそういう解消の中

に、本が一つかかわって、気持ちを穏やか

にしていただくとか、そういうことをやは

り考えていく必要があるのかというように

は思っております。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） そういうように

考えていただければ、子供たちというのは

本当に小さくても大きくても子供なので、

図書館を利用したいという気持ちになって

いただくことが大事なことではないかと思

っています。

それと、ある地域を少し紹介させていた

だきたいのですけれども、国語科の教員と

学校司書らが中心となって、本の読み聞か



－ 37－

せの活動を行っているところがあります。

週に４日設定されている朝読書の時間に、

教室を巡回して、読み聞かせ活動を行った

り、ある学校では、子供の読書の日に合わ

せて、ある教室に第二の図書室をつくり、

生徒の自主的・主体的な学習のアシストを

しているところがあります。

例えば、飛び出せ図書館と題して、図書

館の本を学習の単元に合わせて教室や廊下

に展示する。本が好きな生徒は、みずから

図書館に行きますが、そうでない生徒にも

教師が読ませたい本に触れさせてやろうと

いう思いで行動しているところもあります

し、ふだん読まれないようなものにも触れ

る機会がふえるために、生徒の新しい興味

や発見につながっていくのではないかとい

うことの活動をしているところもございま

す。

社会科では、図書館に置く新聞を使っ

て、授業の冒頭で気になったニュースとそ

の理由をスピーチさせる取り組みを行って

いるところもございます。また、４月２３

日の子供の読書の日に合わせて、生徒が保

護者らのお勧めの本を紹介したり、反対

に、秋には、保護者に紹介してもらったお

勧めの本を図書館になければ購入して、校

内に展示するなどの読書活動の活性化につ

なげているところもございます。

地域の活動を紹介しましたが、美幌での

活動を掘り起こしてほしいとの思いで、今

回質問させていただいております。何もし

なければ、活動にはつながりません。学校

司書の配置が無理とするならば、図書館司

書のアイデアと学校の連携をもっと密にし

ていただいて、成果のある取り組みを期待

したいと思います。

これで、図書離れの質問は終わらせてい

ただきますが、新たな考え方があればお聞

かせいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、いろいろな

他の取り組みの御紹介をしていただきまし

た。

実は、美幌も本当に一生懸命やっており

ます。そういう意味では、朝学校に行って

読み聞かせをさせていただいたりしており

ます。

よく町長は、美幌はボランティアにかか

わる方が非常に熱心に頑張っておられると

言っています。

本当に教育委員会にかかわる、特に図書

館であれば、そういう方が今学校に行っ

て、朝読というか、そういう読み聞かせな

ど、いろいろなことをやっているというこ

とで、美幌もほかの町には負けないぐら

い、図書館が頑張っていると、私はちょっ

と自負しております。

そして、やはりこれからは学校と連携し

ていくためには、こういう言い方は少し問

題な言い方かもしれないですが、かかわる

学校側の体制、それから今は司書教諭とい

うようにお願いしていますが、その先生の

言い方、モチベーションというのでしょう

か、それによってもやはり差があるので

す。この辺のばらつきがないように、どう

私どもが働きかけるか。

本当に本に興味を持っている先生のとこ

ろであれば、児童の行き来する広場等に本

を紹介して並べて、きちんとやっています

が、先生がかわったら一切そういう取り組

みがなされない。それから、図書館で一生

懸命頑張ろうとかかわっていても、意外と

そっけなくされるというか、そういう意味

では、やはり今の問題を確実にきちんと向

き合って、先生方が悪いとかそういうこと

ではなくて、学校全体として、またそれを

サポートする図書館と連携をとって、子供

たちのために一歩一歩でも前に進む努力は

したいというように思います。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 二つ目の不登校

の問題について、再度質問をさせていただ
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きます。

この不登校問題については、御答弁にあ

りましたように、家庭訪問、サテライト事

業による取り組みが行われ、減少につなが

っているということでありますので、十分

理解しているところでございます。

平成２６年度より６名減少したというこ

とでありますが、本当に６名、これは悪く

とれば、卒業されて減少したととれないこ

ともないと、私が勝手に想像しているとこ

ろでございますが、現実として、不登校の

生徒と学校の信頼関係というのが、本当に

築かれているのだろうかというところで、

今回質問をさせていただいたところでござ

います。

学校経営者としては、どんな理由があっ

ても、不登校や登校渋りの子供を出さない

という決意をしなければならないのではな

いかと強く思っているところで、そういう

子供たちが存在する場合には、重要課題と

して、解決に尽力していただくことが一番

の基本的、大事なところではないかと思い

ます。

さきにも述べましたけれども、子供の人

生にとってマイナスが大き過ぎますし、家

庭・学校にとっても大損失ではないかと思

います。経営者としての最大限の配慮と努

力をしなければならないのではないかと私

が考えているところでありますが、そのこ

とについていかがお考えなのか、まずお聞

かせいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 不登校について

は、答弁書に書かせていただきました。デ

ータ的に言えばそういう見方ができるとい

うだけで捉えていただければというように

思います。

ですから、２６年度と２７年度を比べ

て、こういうように数字が落ちたから、こ

れでどうこうという考えは、基本的に私は

持っておりません。やはり、その件数が少

なくても、そこにかかわっている児童・生

徒がどういう思いでそこに至っているかと

いうことを考えないといけないですし、基

本的には、学校にどうしたら行ってもらえ

るか、その辺のことは、学校側には口酸っ

ぱく言っております。

やはり、学校としてそういう子たちを出

さない努力を、見えるようにきちんとして

ほしいというか、今、坂田議員も言われて

いましたけれども、やはり学校としての不

登校を出さないという強い経営方針をきち

んと示す必要があると私は思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 本当に出してほ

しくないというのが、私の強い思いであり

ますが、ある学校の効果があった取り組み

を紹介させていただきたいのですが、どう

しても不登校のいる地域と全く不登校の子

供がいない地域というのが、あるのが不思

議だと思うくらい、私としては感じている

ところなのです。

効果があった取り組みを少し紹介させて

いただきたいのですけれども、例えば、子

供の保護者と管理職・担任等が面談を繰り

返して、悩みの要望を傾注し、ともに改善

策を模索し、保護者に復帰への策と熱意を

伝えることで、協力が得られ、その後の取

り組みがしやすくなるということなのです

が、これは美幌でもかなりやっていること

だと思っています。

二つ目には、校長室を開放し、不登校等

の子供を直接指導しながら、徐々に保健

室・職員室・事務室等、学校全体で見守る

体制をつくり上げることによって、不登校

等の子供や保護者に、学校の懐の深さ、思

いが伝わるようにすることも大事なことで

はないかというように思っています。

三つ目には、重要課題には、校長の率先

力・姿勢を示すと教職員、保護者のモチベ

ーションも上がることにつながり、みずか

ら電話連絡や家庭訪問を実施し、職員打合
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せや教育相談部会等での復帰へのビジョン

や現状報告、改善策を話し、理解を得なが

ら相談体制を整えるという取り組みをされ

ているところもございます。

特に、午前は職員室で校長・教頭・主

幹・養護教諭等のチームが対応に当たり、

放課後は担任や学年で対応する２段階方式

の教育相談体制を構築して、担任や学年の

負担を軽減し、さまざまな立場から、子供

や保護者を支える学校のぬくもりを伝え

る、学校の寛容さが不可欠ではないかと考

えているところです。

美幌の学校では、こういうことはあり得

ないことだとは思っていますが、経営者と

して、全国の不登校数と比較して、この程

度は仕方ないとは考えてはいないとは思い

ますけれども、そういう考え方には立って

いただきたくないと思っています。

今後の取り組み方について、新たな考え

方があればお聞かせいただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 学校というとこ

ろでありますので、当然そこの経営を任せ

ている学校長のきちんとした姿勢なのかと

思っております。

そのとおりだと思います。ある意味で

は、校長がどういう姿勢をとるか、そのこ

とは逆に返せば、教育委員会の実務的なも

のを任せられる、私がどういうように考え

ているかと同じことなのですけれども、そ

の中で、やはり先生方にきちんと学校のト

ップとして向き合ってほしいと。深い意味

はないのですが、私はことし先生方、特に

校長会に言った一つのお願いの中に、先生

方にきちんと向き合ってほしいというお願

いをしました。それは、校長室に先生を呼

ぶのではなくて、時間があれば、校長が先

生のところに行って、きちんと自分の思

い、どういう学校にしたいということを伝

えてほしいと。そういうことが、一般的に

欠けているのではないでしょうかという話

はさせていただきました。

ですから、きちんとやれている校長先生

には不満かもしれません。ただ、私の姿勢

としては、やはり自分が出向いて、きちん

とそういうことを先生方と付き合う。そう

いう雰囲気がきっと子供たちも、それから

親も感じてくれれば、不登校という面から

見れば、少しは減るのかというようには思

っています。

先ほど、校長室の開放ということで話が

ありました。これは、なかなか校長という

のは、一歩重いのです。

そういった中でいけば、一つの例であれ

ば、美幌中学校においては、玄関の近く

に、生徒玄関ではないのですけれども、教

員の出入りする玄関の近くに部屋が一つあ

りまして、そこに、まずは学校に行こうと

いう気持ちになったら、いつでも行って、

いられる場所を学校側が考えてつくってあ

ります。ですから、今提案の言われたこと

については、学校も本当に考えて、やっ

て、本当にまずは学校に行きましょうとい

うような考えを持っていただいておりま

す。

ただ、一つ少し気になる部分があって、

親の認識の中で、家庭の中で学校へ行くべ

きであるというか、何と言うのでしょう

か、そういう認識が薄れてきているかもし

れません。学校に行きたくなければそれは

しょうがないねという考え方です。これ

は、少し改めなければいけないのかという

のは、このごろ感じることです。

不登校になりつつある、なった子どもた

ちに無理に行かせるということではなく

て、やはり親が学校にはきちんと行くべき

だということの認識をしっかり持ってもら

わなければ、前に進まないという意味で少

しお話をさせていただきました。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 教育長に答弁い

ただいように、学校へ行くという認識は、
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確かに親のほうが薄れているのかなという

思いは、私も持っています。そういう意味

では、本当にしっかり取り組んでいただき

たいということと、しつこいようですけれ

ども、やはり学校の経営力、そこは強調し

て、私は伝えたいなと思っています。

どこの学校でも、やはり一生懸命取り組

んでいると思いますし、美幌の学校だっ

て、決して取り組んでいないとは言いませ

んけれども、成功している学校というの

は、校長の経営力、この学校には絶対不登

校の子供を出さない、登校渋りをさせない

という意識を持っていただくことが、私は

重要なことだと思っていますので、そこの

ところは今回あえて強調したかった部分で

もあります。

それともう一つ、これもしつこい言い方

ですけれども、例えば、教育相談員、不登

校問題相談サテライト授業、いろいろなと

ころで子供たちとかかわっていただいてい

るのですけれども、その点について、お任

せをし過ぎていないかというところで気に

なる点もございます。

だから、その点についても、やはりそう

いう相談員の人たちに入ってもらうこと

も、サテライト授業をやることも、一歩踏

み出すためには、もちろん必要なことなの

です。だけど、しつこいようですが、経営

力が私は強調したいという意味で、今回あ

えて質問をさせていただきました。

今後の取り組みとして、きっと成果のあ

るものと期待をしておりますので、この点

については期待をしながら、ここでこの質

問については終わらせていただきたいと思

います。

もしか、それに反論するものがありまし

たら、言っていただければと思いますの

で、よろしくお願いします。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 反論はございま

せん。ただ、相談室は２名ですけれども、

本当に頑張っていただいています。そうい

う意味で、今、学校がお任せ過ぎているの

ではないかという意味で、私の立場とすれ

ば、一生懸命頑張っているというように理

解して、そういう評価をしていただけてい

るのかと思っています。

あとは、今、強調されたことは、本当に

先生方に対することも含めて、校長として

の経営力、しっかり言われたことは伝えて

いきたいと思いますし、校長も含めて、い

い人材に美幌に来ていただくということも

大事な要素と思っています。努力したいと

思います。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 次、学習支援事

業について再度質問をさせていただきま

す。

親から子供への貧困連鎖を防ぐために、

自治体が実施する学習支援事業について、

自治体の４５％が実施を予定していないこ

とがわかりました。

ＮＰＯ法人が調べた内容ですが、人材や

財源を理由にしている自治体が多く、貧困

家庭の子供への支援の手が届かないという

状況が浮かび上がっているという新聞報道

がありましたので、ぜひこの点について

は、美幌町でもしっかり取り組んでいただ

きたいという思いで、今回は質問させてい

ただいております。

この４月１日から施行されたこの支援法

は、自治体による学習支援事業として、費

用の半分を国が補助するという根拠になっ

ています。生活保護を受けている世帯を対

象とした学習支援事業は、２６年度までが

国の経費全額を負担していました。

ところが、この同法の施行に伴って、対

象を生活保護受給世帯以外にも広げる一

方、補助率は１０割から５割に減りまし

た。学習支援事業を行うかどうかは、自治

体の判断にゆだねられていますが、国は事

業のかかる費用の半分を補助するとしてい

ます。
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支援を受けられるのは、生活保護や児童

福祉手当・給食費など賄う就学援助を受け

ている世帯など、子供を対象としています

が、高校中退者を含めて実施している自治

体もふえてきている状況にあります。

支援の仕方は、学び場を設けるほかに、

元教員らが子供の自宅を訪ねたり、郵便や

メールを使ったりする複数の方法もありま

す。学びの場を使って、夏休みなどの長期

休みに集中的に行うケースもありますが、

一時的に行うだけではなく、定期的な計画

のもとで実施すべきと考えているところで

す。

地方では、先生役を務めてくれる人材が

なかなか見つからない難しい点と言われて

おりますが、美幌の状況、今後の取り組み

について考え方があれば、お聞かせいただ

きたいと思います。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今回の事業、道

の事業ということで、委託を受けたＮＰＯ

法人が行っております。

私は基本的に、こういう生活困窮とか、

人としてきちんと生活をしていけること、

それは学習面もそうですけれども、それは

きちんと国がやるべきだというように思っ

ています。ですから、正直言って、それを

自治体まで財源なしでやれということに対

して、私は非常に反対であります。

そして、財源をきちんと町に渡して、こ

れで何か自治体でやるということに対して

は、私は頑張れるのですけれども、ただ、

こういう状態に至って、それは自治体がと

いうことですから、今回の部分の事業は、

道の事業としてやっていただいています。

私どもとしては、そういう事業がやられ

ているということのＰＲとか、それの会場

に係る支援などはきちんとしますけれど

も、事業、やはり国・道なりがしっかりと

やっていただきたいと。それで終わるわけ

にはいかないので、私どもは、特別に生活

困窮だけではなくて、やはり子供全体の、

生徒・児童に対して、今やれることを答弁

書にも書いてありますけれども、学習サポ

ート事業を長期休業中に学生の支援を受け

たりしてやっております。

それから、退職教員を使って放課後にも

やっております。そういうものは、今以上

に充実したいと思いますし、ふだん、そう

いうところに来ないような子供たちをどう

やって引き寄せるか。ですから、国は国で

きちんとそういう方にやっていただくこと

と、私どもは、そういう特定な子だけでは

なくて、ふだんなかなか来られない、実は

生活困窮の子がいたとしても、そこを引き

寄せるような手だてを、やはりみんなで知

恵を出しながらやっていく必要があると思

っております。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 教育長の答弁で

よくわかります。国と道の事業として取り

組んでもらうのが、基本的な考え方だと思

うのですけれども、現実、地方にはやはり

そういう親の貧困のために、子供が授業を

受けられない、学校に行かれないという状

況はなくしたいという思いでいます。

授業、勉強は、お金あるなしにかかわら

ず、同じスタートラインに立ってほしいと

いうのが、私たちの基本的な考え方でござ

いますので、そこら辺のところについて

は、今考えて答弁されていたように思いま

す。

いろいろな子供たちの状況がありますけ

れども、美幌で育つ子供は、やはり平等に

教育を受けられるよう、体制づくりに努力

していただきたいと思います。それに期待

をして、学習支援事業については、この辺

で質問を終わらせていただきます。

次、公共施設の新電力の導入についてで

す。

公共施設の新電力の導入について答弁を

いただきましたが、自治体が新電力を購入

する狙いは、北海道電力の強烈な値上げが
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新電力への追い風になったと考えられてい

ます。節電努力でも、カバーのできないほ

どの値上げにより、新電力に切りかえる企

業や自治体がふえたのも、その一因として

考えられます。

既に自由化の対象である多くの工場・商

業施設・公共施設・学校・病院などが電力

会社を切りかえ、電力料金の削減に成功し

ています。

自治体の支出を押さえることは重要であ

り、担当者は北電と新電力のどちらが安い

か、必要な情報を集め、真剣に検討をする

必要があると思います。

災害発生のときのこともありますが、経

済産業省は災害などで地域全体が停電した

場合は、これまでどおり北電が対応すると

述べております。新電力に切りかえても、

安定供給には支障がないと強調をしており

ます。

このことから、安い電力を買うことによ

る経費節減効果が大きいことから、早急に

検討すべきだと考えておりますが、このこ

とについて、いかがお考えかお聞かせいた

だきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 坂田議員おっ

しゃるとおり、何かあった場合についての

電気の供給については、安定的な供給の確

保が図られる形になっております。

ただ、一方で新電力に切りかえた場合に

ついて、そこから再度北海道電力に何かあ

って戻る場合に、これは今まで北海道電力

の料金形態については、１年契約という形

になってございます。途中、何かの際に、

例えば供給を受けている新電力の会社が倒

産をしたとか、破綻をしたという形の中

で、北電のほうに再度切りかえざるを得な

いといった場合については、これは精算金

ですとか、違約金が発生する形になってお

ります。

それは、今、施設ごとによって受けてい

る割引サービス等を計算してみないとわか

らないのですけれども、それらを含めて、

どういった料金体系が望ましいのか、余り

新電力に対しての説明が本町に来ていない

ということもございます。

それらを含めて、どういった形で進める

ことがいいのか、いろいろな形で積算・検

討をしながら、進めてまいりたいと考えて

いるところでございます。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今の答弁で、私

もわかってはいますが、規模の大きい市で

切りかえが進んでいるのは、電気を使う大

規模な施設を多く抱え、安い電気を使うこ

とによる経費節減が大きいということがあ

るので、そういうところも考え合わせて、

検討していただきたいというように思って

います。新聞報道に載っておりましたの

で、皆さん十分御承知のこととは思います

けれども、例えば、函館市では、２０１５

年に大型の１３１施設のうち１０２施設で

入札を行い、小・中学校など、９３施設の

電力を新電力から購入し、経費削減効果は

３,０００万円以上、それから帯広市も２０

１５年度に初めて新電力との契約で、４５

施設で計１,２００万円の節減効果があった

としています。それらのことも考え合わせ

た上で、取り組んでいただければというよ

うに思います。検討材料としては十分では

ないかというように思っています。

また、新電力もさておきながら、本町も

再生可能エネルギーに取り組んでおります

が、その再生可能エネルギーについても、

この美幌町では資源豊富な環境でありま

す。恵まれた環境を生かして、新電力導入

についても検討すべきではないかというよ

うに考えておりますが、このことについて

はいかがお考えでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） １回目の答弁で、

電力の購入先の調査・研究を行ってまいり

たいというような答弁をさせていただきま



－ 43－

した。美幌町役場でいうと、大きな施設と

いうのは３２施設ほどあり、１億７,８００

万円ほど電気料金を支払っております。

ただ、先ほど総務部長から答弁させてい

ただきましたように、例えば、住民基本台

帳がダウンするということになると、これ

は住民サービスが全くできなくなるという

ような状況にありますので、そうしたもの

以外のところでどうできるかについては、

今後、本当に調査・研究をして、行政コス

トの削減に当たっていきたいと、そのよう

に考えております。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 規模の大きいと

ころ、美幌もそういう施設で、例えば今、

住民台帳という話も出ていましたけれど

も、そういう対象にならないようなところ

の施設で、電気をたくさん使う施設はたく

さんあると思います。そういうところを今

後どうするかという検討材料にはなるので

はないかというように思っていますので、

十分研究した上で、購入するかどうかを判

断していただければと思います。

やはり、経費削減、今は財政がなかなか

厳しいという状況なので、節減できるとこ

ろは努力していただくことが重要ではない

かというように思っています。

それから、本町でも、太陽光・バイオマ

ス再生エネルギー・小水力発電、いろいろ

なところでエネルギー資源の地産地消を目

指して取り組んでまいりましたが、それ以

降、なかなかで進んでいない状況もありま

すので、そういうところもぜひ発展できる

ような取り組みも、今後必要なことではな

いかなというように考えておりますので、

今後の取り組みとしてどのように考えてい

るのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） この地域は農村地

帯といいますか、そういった意味で、地域

資源が豊富でありますので、資原料もたく

さんとあると思います。そうしたものをど

う利用して、この地域でエネルギーを賄え

るかというようなことも、大きな研究課題

だと思います。それで、なかなか新電力に

切りかえが進んでいかないというような状

況があると思います。

これは、さまざまな理由があると思いま

すけれども、いずれにいたしましても、先

ほど答弁させていただいたように、例えば

ダウンしても影響のないような施設を、や

はり優先させなければいけないと思ってお

りますので、そういった研究をしっかりと

今後していきたいと、そのように思ってい

るところでございます。

○議長（大原 昇君） これで、９番坂田

美栄子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩します。

再開は１５時３５分とします。

午後 ３時２５分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ３時３５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

５番稲垣淳一さん。

○５番（稲垣淳一君） 〔登壇〕 それで

は、通告どおり２点について御質問をさせ

ていただきます。

１点目でありますが、飲酒運転の根絶に

関する条例についてであります。

本町における、飲酒運転の根絶に関する

条例制定に関する考え方についてお尋ねい

たします。

本町は、交通安全啓発活動はもとより、

その実践活動に対して、住民の意識も高

く、町を挙げての安全安心なまちづくりに

大きな成果があらわれています。

美幌警察署管内における交通死亡事故ゼ

ロは、平成２４年８月１６日から平成２８

年６月３日現在、１,３８７日を記録してお

ります。また、美幌町民による死亡事故ゼ
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ロは、平成２３年９月１９日より数えて、

平成２８年６月３日現在で、１,７１９日を

継続中であります。

しかしながら、道路交通法の厳罰化がな

されているにもかかわらず、道内各地にお

いて悲惨な事故が後を絶たないことは悲し

い限りであります。特に、飲酒運転による

死亡事故は、目を覆うものばかりでありま

す。

我が町にも、より高い交通安全意識の向

上を図るとともに、飲酒運転根絶に向けて

の取り組みを強化し、飲酒運転をしない、

させない、許さないという意識を徹底させ

てはと思います。

平成２７年１１月３０日に北海道飲酒運

転の根絶に関する条例が公布されました。

ぜひ美幌町も、飲酒運転ゼロの町宣言を

し、この飲酒運転根絶に関する条例を制定

してはと考えますが、町長のお考えをお聞

かせください。

２点目でございますが、超少子化の解決

策としての安心子育てについてでありま

す。

超少子化と言われる社会の中での、安心

子育て支援に係る本町における問題点とそ

の対策について、お尋ねいたします。

我が国では、合計特殊出生率、１人の女

性が生涯に産む子供の数でありますが、超

少子化と言われる１.５人を下回る状態が２

０年以上続いております。このことは、今

さら言うまでもありませんが、社会経済の

根幹を揺るがしかねない根本的な危機的状

態にあると思います。

２０１５年に１億２,６００万人から、２

０６０年には８,６００万人と言われる日本

の人口ですが、人口が減れば、国内市場が

小さくなり、企業経営は追い込まれ、税収

が下がります。その結果、公共サービスは

維持できなくなるという問題が迫ってきて

おります。

美幌町においては、平成２５年度には１.

６人と、ある程度の水準を維持していま

す。しかしながら、この状態を続けていく

ためには、相当な努力が必要と思われま

す。

子供育てはまちづくりとして基本であり

ます。これを未来への投資と考えて、より

一層の取り組みの強化を図ってはいかがで

しょうか。

医療費の高校生まで無料・住宅支援・保

育料減額・子育て支援センターの充実・予

防接種無料化・雇用促進・不妊・不育治療

費助成など、現在取り組んでいる事業をさ

らに精査し、子供がたくさんいても安心し

て産み育てられる美幌町をと考えますが、

町長のお考えをお聞かせください。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 稲垣議

員の質問にお答えを申し上げます。

初めに、飲酒運転の根絶に関する条例に

ついて。

本町における、飲酒運転の根絶に関する

条例制定に関する考え方についてでありま

すが、本町においては、昭和４１年に、交

通安全の町として宣言がされており、ま

た、昭和５２年には、町民交通安全憲章が

制定され、これらを基本として、交通安全

に対する意識の高揚を図ってきているとこ

ろであります。

特に、憲章内容は、子供やお年寄りでも

わかる文言で、時代に関係なく美幌の町民

に末永く伝えられ、他に誇れるすばらしい

スローガンになっております。

また、個人や自治会、地域や職場・団体

等が一丸となって取り組む姿勢が広く浸透

しており、交通安全啓発活動にも積極的に

参加をいただいている中で、飲酒運転根絶

も含めて、全町的に交通安全に対する意識

は高いものがあると認識しているところで

あります。

飲酒運転根絶の条例制定の御質問です

が、本町には美幌町くらし安全まちづくり

条例により、人命尊重の基本理念や、町・

町民及び事業者の責務が示されており、交
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通安全に関する意識高揚についても、それ

ぞれの立場で取り組みが進められてきてお

ります。

また、北海道の飲酒運転根絶に関する条

例においても、道民一人一人に、飲酒運転

をしない、させない、許さないことを責務

としており、道条例遵守の啓蒙を図り、本

町から悲惨な飲酒運転事故が発生しないよ

う推進してまいりたいと思っております。

次に、超少子化の解決策としての安心子

育てについて。

超少子化と言われる社会の中での、安心

子育て支援に係る本町における問題点とそ

の対策についてでありますが、本町の合計

特殊出生数率は、平成２４年に１.７１人あ

りましたが、平成２７年度においては１.２

７人となり、年々減少傾向にあります。

他方では、さまざまな要因が重なり、人

口減少が進んでおりますが、本町におきま

しては、人口減少に歯止めをかける施策と

して、昨年１０月、まち・ひと・しごと創

生法に基づく、美幌版総合戦略を策定し、

子育て支援の強化や産業振興、住み続けた

い生活環境整備などを柱とした、人口減少

対策に取り組んでいるところであります。

この総合戦略には、人口の将来展望を見

据えた中で、合計特殊出生率を平成３７年

に１.８０人、そして、平成４２年には２.

１０人まで上昇させることを目指すもので

あります。

本年度におきましても、子育て支援対策

の強化の一環として、保育料の軽減措置や

乳幼児等医療費に係る入院の対象枠を拡大

するなど、着実に事業拡大を図っていると

ころであります。

なお、現在も厳しい財政状況に変わりは

ありませんが、本町には多くの地域資源と

地理的条件にも恵まれた豊かな環境が存在

しております。こうした地域の資源を有効

活用しながら、今後もさまざまな行政施策

に取り組むため、取捨選択をした中で、町

民の皆様に子育てしやすく、住んでいてよ

かったと思っていただけるよう、引き続き

効果的な事業推進に努めてまいりますの

で、御理解賜りますようお願いをいたす次

第でございます。

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 美幌町くらし安全

まちづくり条例は、平成１２年９月に施行

されております。改めて、いろいろと拝見

しておりますけれども、交通事故だけでは

もちろんないのです。くらし安全まちづく

りですから。

それで、思うところ、北海道にも御存じ

のとおり、北海道交通安全基本条例という

のが、平成１１年１１月１日に施行されて

おりました。もちろんそれも、この広大な

地域、北海道の中での交通機関としては、

必ず車が必要であると。そこでの安全な運

行、またはそういうものにいろいろと気を

つけてやってほしいということが書かれて

おりますけれども、そんな交通安全基本条

例があるにもかかわらず、道は、あえて昨

年１１月３０日に、北海道飲酒運転の根絶

に関する条例を施行されました。

この辺については、町長、どのようにお

考えでしょうか。あえて、北海道は安全基

本条例があるにもかかわらず、さらに網を

かけるための飲酒運転の根絶に関する条例

ができたということに関してであります。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） これは、さまざま

な要因があると思います。

小樽で３人の女性が亡くなる事件・事

故、さらには砂川市で４人の命が失われる

という事件を背景にして作成したものだ

と、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 私も、もちろんそ

のようには考えておりますけれども、あえ
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て、このような厳しい条例をつくった背景

というのは、やはり根が深いものがあるで

あろうと。飲酒運転というのは犯罪であり

ます。犯罪を撲滅するためには、無論、警

察、いろいろな機関の取り締まり等々も必

要でありますが、やはり我々は住民の目と

いうものが、一番飲酒運転に係るものの抑

止になるのかというように、強く思ってい

るわけでございます。

私も、よく夜に出ることがあるのです

が、幸い私の知っている範囲では、皆さん

きちんとタクシーなり運転代行を呼ぶなり

して、安全に帰られていると認識している

ところであります。しかしながら、道内の

飲酒運転事故は減る状況ではありません。

１４年の小樽の死亡事故をピークに、若干

減っているようではありますが、残念なが

ら、砂川の一家５人死傷事故も含めまし

て、大変その飲酒運転に係る結果というの

は、非常に悲惨なものがあるわけでありま

す。

ですからこそ、道も看過できないという

ことで、あえて飲酒運転根絶に関する条例

を施行したのかというように思うわけであ

りますが、この美幌町くらし安全まちづく

り条例は、もちろん条例に書いたことを全

て町民が守れば、それはもちろん、当たり

前の真ん中でいいことではあるのですが、

それをもっともっと掘り下げて、やはり強

い確固たる、美幌町は飲酒運転ゼロの町な

のだと、飲酒運転ゼロなのだと。それはも

う、もちろん町も事業者も飲食店の方も、

また今後、盛んになります。例えば、イベ

ントにかかわる主催者の方だとか、あらゆ

る方に強い飲酒運転ゼロという意識を思い

立っていただくためにも、この条例をぜひ

とも美幌町は取り組むべきではないかと改

めて思いますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） この、くらし安全

まちづくり条例でありますけれども、これ

は、防犯あるいは災害、交通事故というこ

とで、これも制定当時にいろいろと経過と

してはあります。

最初は暴力から暮らしの安全を守ろう

と、それではなかなか難しいでしょうとい

うことで取りやめた経過がありますし、そ

して災害時を加えたらどうでしょうかと。

そして、最後に加わったのが、交通安全の

条文だと、私はそのように聞いております

ので、そういった意味で、条例が現在あり

ます。

それで、精神的な部分を言うのであれ

ば、今の条例をしっかりと生かしていくと

いうことが極めて重要だと思いますし、改

めて何かをつくるというのは、例えば交通

事故を考えると、飲酒運転ばかりではない

と思います。これで命を亡くされる方は、

スピードであったり、暴走行為であった

り、さまざまな状況があると思います。そ

れごとにつくるということにもならないで

しょうというようなことだろうと思いま

す。

そして、道条例の中には、市町村との連

携のことも含まっておりますし、道民の責

務も言われておりますので、これのしっか

りとした浸透を図ることが先ではないかと

いうような思いであります。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 北海道飲酒運転の

根絶に関する条例の中に、基本理念という

ものが書いております。

もちろん、美幌町くらし安全まちづくり

条例に、答弁にもございましたけれども、

人命の尊重を基本とした全ての人が安心し

て暮らせることのできる住みよいまちづく

りを推進すると、まさしくそのとおりであ

りますし、その一言で、もしかしたら全て

を網羅すると言えばそうなのですが、やは

り、逆にこれだけ交通安全に意識の高い町

だからこそ、今こそ、こういう特化した条

例を発信することによって、美幌町のさら

なる高い交通安全意識の運動、または啓発
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運動により、高い意識を町民の皆様に持っ

ていただける条例を発信することによっ

て、美幌町が交通安全、飲酒運転・死亡事

故ゼロ・交通事故ゼロを訴える町であると

いうことを発信するいい機会だと私は思っ

ております。

６月６日の町のホームページにも、早

速、道の飲酒運転根絶に関する条例をアッ

プしていただいた経緯がございますが、な

かなかやっと載せていただけたなというこ

とで、ありがたく思っているところであり

ますけれども、この基本理念、根絶に関す

る条例を、ぜひとも私はやっていきたいと

思います。

私も自治会の交通安全部会に所属しまし

て、かれこれ１５年以上たつわけでありま

すが、その活動の中で本当に住民の方たち

のまじめで真剣に取り組む姿勢、これは本

当に毎年感心するところであります。感心

と言うと語弊がありますが、私もそれに看

過されて交通安全部長を長く続けているわ

けで、もちろんそのためには、安全運転は

もちろん、飲酒運転等に関しても、高い意

識を持って生活をしているというように自

負しているところでございますので、なお

さら、そういう意識を多く持った方をふや

したいという思いでいっぱいです。

先般、美幌署の交通課長と面談したとき

に、７月から飲酒運転撲滅をさらなる強い

意志を持って、道警も取り組むという話

は、町長もお聞き及びかと思いますけれど

も、明確にこの町、美幌町においても、飲

酒運転根絶に関する道警の取り組みも始ま

ると、稲垣さん覚悟しておけよということ

で、笑っておられましたけれども、こうい

うことは、やはり皆さんの意識によるもの

で、事が大きいわけですから、その意識を

より高めるという意味では、ぜひこの条例

を私は何とか取り入れていただけないか

と、それが無理であれば、この安全まちづ

くり条例の中に、例えば飲酒運転をしな

い、させない、許さないといった強い文言

を入れるだとか、追加するとか、そういう

言葉を入れるということを改めて考えます

が、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私たちの町では、

昭和４１年３月１９日に交通安全宣言をい

たしました。これは、４１年ということ

は、かなりの年数がたっているということ

で、古い時代のものでありますけれども、

今につながるような、いつの時代にも通じ

るような、私は立派な憲章だと思っていま

す。

それで、交通安全のいろいろな会合のた

びに唱和するわけです。古さを感じないと

いうことであります。さらには、交通安全

憲章というのが昭和５２年に制定されてお

ります。これも多分、ちょっと今はうろ覚

えでしかわかりませんけれども、多分そん

なに時代が変わっても、古さを感じないよ

うなものになっていると思います。

それで、北海道の条例制定の過程を見ま

すと、やはり先ほど言った、小樽のドリー

ムビーチの事故であるとか、あと北海道以

外には砂川市がつくっているのですけれど

も、あそこも４人が亡くなり、そのあとす

ぐに市議さんが酒酔い運転をしてしまうと

いうようなこともあって、それで緊急的に

多分つくられたのだろうと思っておりま

す。

それで、議員御提案の、くらし安全まち

づくり条例の中で、飲酒運転の撲滅をうた

うか、あるいはまた別に設けるというのも

方法だと思いますので、その辺について

は、少し研究をさせていただきたいと思っ

ているところでございます。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） ぜひ、より高い意

識ある美幌町、そしてまた、幸いたまたま

偶然かもしれません。交通事故ゼロが続い

ているこの状況、何か事件・事故が起きて

から、また次の手を打つということでは、
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やはりいまだ危機管理意識を問われるとこ

ろもあろうかと思います。

ぜひ、今この時代だからこそ、私は強く

強く、この飲酒運転根絶に関する条例を何

とか取り込んでいただきたい。

もちろん、私も日頃、自治会の交通安全

の中では交通安全憲章を唱和させていただ

いて、本当に今、町長おっしゃったよう

に、古さを感じない、大変すばらしい憲章

だということは、常日ごろ思っておるとこ

ろでございますが、やはりこのように、ま

た身近に、常に皆さんにそらんじていただ

けるような、そのような身近な一文がこの

中に取り込まれることを強く願っておりま

す。

ぜひ、この飲酒運転しない、させない、

許さないというこの気持ちを、町民一人で

も多くの方に訴えていきたいと思っており

ます。

毎年、美幌町の交通安全の作文、または

ポスターコンクールは、教育委員会の方の

御協力をいただきながら、すばらしい作品

をいただいているところでございます。私

もいつも掲示の中で、何百点というポスタ

ーを見ておりますが、本当に飲酒運転に関

する、だめだよお父さん、酒飲んではだめ

だよというポスターがいかに多いことか。

ですから、子供たちが本当に常日ごろそう

いうことを意識しているのだという、子供

から意識の高い部分が見受けられることは

大変喜ばしいことでございます。

さらにまた言えば、作文は中学生を対象

に募っておりますけれども、私も昨年審査

員をさせていただきましたが、大半が怖い

悲惨な飲酒運転に係る事故撲滅のためにど

うしたらいいのだろうかと。そういうこと

がうたわれている作文が大半でございまし

た。

もちろん、最優秀をとった方の作文もそ

のような内容であったわけですが、やはり

小さいときから交通安全意識の高いまちづ

くり、それがやはり美幌町は交通安全の意

識の高いまちだと、これを声高らかに言え

るまちづくりを今後もしていきたいと、そ

の中のまた応援もさせていただきたいと思

っていますので、ぜひ今町長が何がしかの

文言を入れる、または新しくつくるという

ことも考えるとお話いただきましたので、

ぜひ、もう待ったなしの交通安全の取り組

みでございますので、取り組んでいただき

たいと切に思っている次第でございます。

―――――――――――――――――――

◎会議時間延長の議決

○議長（大原 昇君） お諮りします。

もはや、４時近くになりましたが、あら

かじめ会議時間の延長をしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

―――――――――――――――――――

◎会議時間延長の宣告

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 一般質問

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほども少し答弁

させていただきましたけれども、くらし安

全まちづくり条例の中に取り組めるのかど

うかを含めまして、研究をさせていただき

たいと、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） ぜひよろしくお願

いいたしたいということで、２番目の超少

子化の解決策に関する部分でございます。

再質問をさせていただきますけれども、

私は美幌町が目指す少子化対策ということ

で、本当に数多くの施策をうたっておると

ころであります。

先般、現在取り組んでいるもの、取り組

もうと思っているものをいろいろと書き出
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したものをコピーしたのですけれども、本

当にありとあらゆるものが網羅されてい

て、本当に安全子育てに関しては、ここも

胸を張っていける町なのかということを実

感しているところではあります。ただ、や

はり人それぞれの生活様式、また生活パタ

ーンがございますので、それぞれ、大なり

小なり不満はあるかもしれません。

その中で、特にこの少子化対策というの

は、子供への未来の投資でございます。と

いうことを明確に私は考えているわけです

が、今現在、町が取り組んでおります子育

て支援対策について、特に美幌町はここだ

けは負けないぞ、予算もたっぷり付いてい

る、ほかの町には負けない、だからここは

強いのだというものを一、二点ありました

らお聞かせください。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 少子化対策とし

て、出会い、結婚、妊娠、出産、子育て、

そして教育と。これを切れ目なくやらなけ

ればいけないというようなことで、予算

も、これに教育費も含めると、相当な額を

子育てと言われるところに配分をしている

わけであります。

それで、これはというのは、いろいろあ

ると思いますけれども、一、二例上げると

すると、というような話ですけれども、

一、二例上げると、他にまだすぐれたとこ

ろがありますので、なかなかちょっと難し

いのでありますけれども、いずれにしまし

ても、総合的にやはり押し上げていかなけ

ればだめだと私は思っていますので、片方

１カ所だけ特筆されて新聞に載ったとして

も、やはり全体を取り組むほうが町民の皆

さんにとっては非常にいいのではないかと

思いますし、また少子化対策としては、そ

れのほうが適切だろうと思っておりますの

で、担当のほうからもしあれば答弁させて

いただきますけれども、私は総合的にやは

り押し上げていく必要があるだろうと、そ

のように考えております。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） ただいま町長

が答弁されたとおり、特筆する部分につい

てはございませんので、総合的に事業を進

めているということで御理解願いたいと思

います。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 特筆すべきものが

ないというのは、ちょっとこれは後世に残

りますよ部長。

私の質問も、少子化の中での子育て支援

という部分で、民生かと思わせておいて、

やはり答弁にございますように総合戦略の

話ということで、もちろんそういうことで

あります。とにもかくにも、これだけ厚い

少子化対策・子育て支援対策をやってい

る、もちろんこれは地道な運動の積み重ね

が、将来的に先ほどお答えいただいたよう

な出生率の底上げにつながるのだろうとい

うことは、私も十分に理解しているところ

であります。

特効薬というのは決してないのだろうな

と。ただ、本当にこういう取り組みを我々

町民もきちんと認識して、ふだんの生活の

中で取り組むことが肝要かと思っておりま

す。

先般も、子育て中、特にまだゼロ歳児と

いいますか、未満児のお子さんを持つお母

さんとたまたまお話する機会がございまし

た。美幌町の子育て支援施策はどう思いま

すかと。やはり自分の目の前、足元にある

問題が一番気になるところでありましたの

で、例えば妊娠中に北見・網走へ通うとき

の不便さだとか、出産費用が高額だとか、

もちろん美幌町に産婦人科の医師がいない

ということは、百も承知ではあるのです

が、やはり子供は大事だし、産み育てたい

ということで、２人目３人目というお母さ

んがいらっしゃいました。

ただ、その中で、もちろん多子保育の軽

減だとか、そういう利点も十二分に理解し
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て、お子さんを産んでらっしゃるというと

ころはすばらしいなと思っていたのです

が、なかなか親の心子知らずだとは言いま

せんけれども、やはりなかなか発信が厳し

いところは、お母さんたちもまだまだ不満

を言うところがあったわけです。

それは、私の中でいろいろとフォローと

いうか、こんな取り組みあるよということ

で、改めて広報紙を見せたところ、ああな

るほどねと、もっともっとちゃんと広報紙

を読み解くねという話をされていたお母さ

んがおりました。月一の配付ですし、また

いろいろな担当が自分でかかわる現場に行

けば、そういう資料がいっぱい置いてある

のでしょうけれども、なかなか字が多くて

読みづらいという残念な言葉も聞いた経緯

があったものですから、またぜひ読みやす

い資料づくりをお願いしたいなというとこ

ろであります。

という話はそれぐらいにして、とにもか

くにも、この少子化対策の一番の私の言い

たいところは、やはり結婚をしなければ子

供はなかなか産まれてくれないのだろうと

いう、当たり前の話なのですが、その中

で、若い世代の未婚率が高いのですが、で

もしかし、こちらのいろいろな町が出して

くれております総合戦略等々の中の資料に

もございますが、やはり結婚願望というの

は非常に高いという結果も出ております。

なぜ結婚に至らないのだろうかという話

になるわけですが、やはり、そこは年収の

低さといいますか、なかなか満足な雇用先

に当たることができないというようなこと

をよく耳にいたします。

実際、私も子供３人の親としては、それ

に近い話を残念ですけれども、子供から聞

く場合もあって、自分の子供のことなので

あれですけれども、３０歳近い中でまだま

だそういう出会いの場もないし、またそう

いう感じにもなかなか至らないという話

を、地方におりますけれども話を聞きま

す。

ですから、私もよく美幌町に戻っておい

でという話の中で、どこでどういう仕事先

があるのだと、また幾らぐらいの給料がい

ただけるのかだとか、そういう話を日常的

にする中で、やはり結婚願望がある若い世

代が、なかなかその次のステップに踏み出

せないということも、現実としてあるわけ

であります。

無論、これは私の子供の話だけではござ

いませんけれども、ぜひ、子育て支援、先

ほど町長も結婚前の婚活の話もされており

ましたし、そういう出会いの場をもっとも

っと積極的に――子供が先か結婚が先かと

いうわけではないのですけれども、とにか

く出会いの場がなければ、この先なかなか

進まないだろうなというところを常に考え

ておりますが、何か最近いいアイデアの婚

活はあったでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） いい出会いの設定

ができたかどうかというのは、これは評価

がさまざまだと思いますけれども、今まで

は農業後継者に対してお嫁さんがいないと

いうようなことで取り組みを強めてきまし

たけれども、商店街も同じような状況だと

いうようなことを含めて考えますと、そっ

ちのほうも必要なのかと思います。

ただ、これは非常に微妙な問題があっ

て、嗜好の問題がありますし、人生観の問

題もありますし、なかなか難しいと言えば

難しいのですけれども、ただ場を設けたら

それでいいかというと、なかなかそういう

わけにもいかないというような状況であり

ます。ただ何もしないよりは、したほうが

いいだろうというようなことで、これは婚

活と言っていいかどうかわかりませんけれ

ども、婚活だと言ったら怒られるかもしれ

ませんけれども、例えば美幌峠の出会いの

場だとか、あるいは農業サイドの担い手対

策協議会と商工会議所が一体となって取り

組んでいるだとか、農業だけではなくて、

幅を少し広げてきているというのが現実だ
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ろうと思っていますので、さらにどうでき

るかについては、協議をさせていただきた

いと思っております。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 本当に、出会いだ

とか婚活だとかという言葉のない時代に、

我々結婚させていただいた世代としては、

非常にいろいろと思うところがあるわけで

すけれども、これも一つの今の時代の流れ

といいますか、現実なものですから、何と

か後押しをしたいなと思っております。

つまるところ、いろいろな形を使って、

手段を講じて、この美幌町に１人でも多く

の方に住んでほしいなと、そこで、活躍し

てほしいなという思いが、ある意味全てで

あります。

地方の魅力を高めるために、やはり美幌

町におけるいろいろな人的資源ですとか、

または地理的資源というように町長おっし

ゃいますけれども、そういういろいろな資

源を集めて、人を集めたいという中に、先

ほどの話に少し戻りますが、雇用というの

か、働く場所というものを語らなければ、

片手落ちになるのだろうなと思います。

今回、四季彩の館でしたか、旧美幌中学

校の教頭先生のお宅を改装して、移住者の

対策促進をしておりますけれども、私は、

これは大変すばらしい企画だと思って、い

ろいろと見ておりますけれども、たまたま

仕事柄、その移住されて来た方とお話する

機会もあります。そのような中で日々感じ

るのは、何とかもう少し、あえて言えば、

年代の若い方にも移住促進を考えていただ

ける場をつくれないのかなということを思

うわけです。

やはり、もっともっと若く働いていただ

ける方たちにもこの町に来ていただきた

い。そこで、いろいろとそのようなことを

調べた中で、一つ私が引っかかったものが

ありまして、島根県にある浜田市というと

ころは人口６万人程度の町であるのです

が、そこは、要は、移住者の方に仕事を提

供する、仕事をしてもらうということなの

です。特に、そこに特化しているのが、シ

ングルマザー、ひとり親の方に職場を提供

して、特に介護施設、この町の取り組みを

言えば、市にある幾つもの介護施設は、介

護従事者の不足という問題がありまして、

そこに特化して、ひとり親の方、高校生以

下のお子さんを連れた方ということで、移

住をお願いしているという事例を発見いた

しました。

それは、要は、そういう仕事をする気が

あるか、移住する気があるかというのはも

ちろん大事なのですが、その方に、１年間

の研修期間をお願いするのです。現在３期

目、３期生を募集中ということで、１回に

３名程度を募集しております。過去２年の

中で３名ずつ、現在も６組の方が浜田市で

就労していると聞いております。

その中で、その場所は島根県なものです

から、県外から来てほしいという条件がつ

いているのですけれども、そこで１年間き

ちんと研修をして、その間は、町が月額１

５万円の給与を手当したり、家賃月額２分

の１の助成金を充てたり、または養育支援

金を出してみたり、さらにそこは６万人程

度の町ということなものですから、車が必

要ということで、中古車も貸与するので

す。ほかにも支度金３０万円、奨励金１０

０万円とか、いろいろな支援策を講じて、

毎年３人ずつ、働ける世代の方たち、生産

性のある方たちを呼び込んで、町に移住・

定住してもらっていると。

そのことは、やはり子供さんを連れてく

るわけですから、子供さんも大きくなって

その町で暮らし、また結婚ということもあ

るでしょうし、その親御さんも一人親なわ

けですから、その先も何かまた、いろいろ

なチャンスがあるのかもしれないと。そう

いういろいろな可能性を秘めたチャレンジ

をしている町があることを目にしました。

こういう、いろいろな発想の転換と言い
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ますか、いろいろな見方で、移住の中で雇

用者をふやす、美幌町も介護施設にとどま

りませんけれども、いろいろな職場の提供

も考えていけるのかと。ぜひ、この島根県

浜田市の取り組みをベースに、いろいろと

美幌町も考えることができないかというこ

とで、この時間をいただいて述べさせてい

ただきましたけれども、いかがでしょう

か。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 島根県の浜田市で

すか、それぞれの町がいろいろな取り組み

をされていると思います。

そういった意味で、反省を込めてちょっ

と言いますと、私は１９年に町長にならせ

ていただきまして、今の仕事をさせていた

だいていますけれども、やはり、内向き過

ぎたかというような思いは、率直な反省点

として、やはり反省をしなければいけない

なと思っております。

それで、政策のための財源も含めて、内

向きならざるを得なかったというような思

いをしておりますけれども、今、安全ゾー

ンに財政状況は入ってきましたので、それ

で移住の取り組みだとか、さまざまな取り

組みを始めたところでありますので、今後

も、少子化あるいは人口減少に対応するた

めに、さまざまな取り組みをしていかなけ

ればいけないと思っておりますけれども、

ただ、やはりどうしても、地域からお金を

いただいていますから、地域にお返しする

というのは基本だと思います。地域をない

がしろにして、来る方ばかりにお金を使う

ということにもなかなか難しさがあると思

いますし、町民の皆さんのやはり貴重な浄

財でありますので、そういったことも考え

なければいけないと思っております。

それで、来年から地域おこし協力隊の取

り組みを導入しようと思っておりますの

で、これにも大きな期待を持っているとこ

ろであります。御本人もそうですけれど

も、それ以外に何か広げていただけるよう

ないろいろな展開を考えていただけるよう

なことをぜひとも期待をしたいと、そのよ

うに思っているところでございます。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） ありがとうござい

ます。外のものにお金を使うのはいかがな

ものかということで、全てが全てだめとい

う話ではないという話ではありますが、や

はりその方たちが新たな町民となって、こ

の町を支える、活躍する場として頑張って

いただき、支えていただける町民としての

新しい仲間という思いで、ぜひ前向きな、

内向きと言わずに、これからはぜひ、町長

は今安全運転の最中でございますので、も

う少しアクセルを踏んで加速をして、この

美幌町が沈み込まないように、さらにさら

に安全運転の中で飛躍をしていっていただ

きたいと思います。

ぜひ、そういう地域おこし協力隊の方た

ちの力も借りて、よそ者から町も変わって

いくということもよくありますので、もち

ろん町に住んでいる方を大切にするのはも

ちろんでございますが、昔から言われてお

ります、よそ者・若者・ばか者が、この町

を支えていくのだという思いで、ぜひ前向

きに取り組んでいただければと思います。

以上です。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 特に答弁を求めら

れてはいないと思いますけれども、担当か

ら資料をいただきましたので、若干その話

をさせていただきたいと思っています。

少子化の要因でありますけれども、私ど

もの町でいわゆる合計特殊出生率の算出の

方法ですが、１５歳から４９歳までの女性

の人口分の生まれた数、これを５歳区分で

出していくのです。そして、トータルして

合計特殊出生率というのを出します。それ

で、この分母にあたる女性の数自体も、実

は減ってきております。

さらに言いますと、この女性の５区分の
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中でも、平成２３年ですと一番多いところ

が２５歳から２９歳です。さらには、２４

年も同じように２５歳から２９歳まで、そ

して、２５年が３０歳から３４歳、そし

て、２６・２７年も３０歳から３４歳まで

ということで、女性の数も減ってきてい

る、そして高年齢と言ったら怒られます

が、お年を召した方で産む方がふえてきた

というようなことで、まさによく少子化の

中で言われる、女性の数が少ない、そし

て、高齢出産だというのは、まさにこの資

料で読み取れるのではないかと思っており

ます。

ただ、いずれにしましても、合計特殊出

生率の目標を２.１人、あるいは１.８人と

決めましたので、それに向かって全力を挙

げていきたいと思っておりますし、また、

人口減少というと、自然的な人口の動態、

要するに死んだり生まれたりする数の差で

すが、これと、社会的人口動態、要するに

出入りする数。これが両方とも今はマイナ

スになってしまいましたので、これを何と

かしなければいけないと。

ですから、少子化もさることながら、美

幌に企業に来ていただくだとか、そういう

取り組みも、反省を込めてしますと言った

のですけれども、そういう取り組みをしっ

かりしないといけないと思っております。

その中で、我が町には陸上自衛隊があり

ますので、これの充実整備を図って、定数

をしっかりと充当、充足率を上げてもらう

とか、新たな部隊の導入を図っていただく

という取り組みを、今後しっかりとやって

いきたいと、そのように思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 町長が自衛隊の存

置・充実に力を入れているというのは、少

子化対策にあったのかというのがわかりま

した。

ただ、冗談のように言っていますけれど

も、でもそれもきっと大きな要因にと言い

ますか、支えていただいている一つになっ

ているのかなというのは、思いとしては強

く思っています。

やはり、若い世代といいますか、産み育

て、そしてさらに多子化といいますか、２

人目３人目ということで国を支える、まち

を支える、そういう意識の高い方たちが、

多くいる町ということも一つの要因でない

のかというのは、私個人的にも思うところ

であり、きっと外れてはいないと思いま

す。先ほど、よその町の事例で恐縮です

が、島根県浜田市の取り組みというのも、

一つ目先を変えた中ではおもしろい取り組

みだということで、ぜひ、いろいろな施策

の中、これはと言える施策をさらにさらに

充実させて、美幌町に行ってみたい、来て

みたい、美幌町で結婚してみたいと、その

ように言えるまちづくりを、お互いといい

ますか、つくっていければと常に常に思っ

ておりますので、今後とも町長の頑張りに

期待しておりますので、よろしくどうぞお

願いします。

以上で質問を終わります。

○議長（大原 昇君） これで、５番稲垣

淳一さんの一般質問を終わります。

以上で、本日の一般質問を終わります。

―――――――――――――――――――

◎散会宣告

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。御苦労さまで

した。

午後 ４時２４分 散会
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